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令和３年３月南越前町議会会議録 

 

 

招集の告示  令和３年２月１９日 南越前町告示第１０号 

招集の期日  令和３年３月 １日  

招集の場所  南越前町役場 議場 

 

第 １ 号  ３月１日（月） 

 

出席議員（敬称略）   １４ 名 

 

１番  高 橋 宏 介    ２番 山 本 徹 郎    ３番 大 浦 和 博 

４番  城 野 庄 一    ５番 熊 谷 良 彦    ６番 喜村 喜代 治 

７番  平 泉 初 男    ８番 加 藤 伊 平    ９番 井 上 利 治 

10番  生 駒 一 義    11番 秋 田 重 敏    12番 平 谷 弘 子 

13番  山 本    優    14番 丸 岡 武 司 

     

欠席議員（敬称略）   な し 

 

会議録署名議員  １２番 平 谷 弘 子   １３番 山 本 優 

 

地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（敬称略） 

    町    長  岩 倉 光 弘 

     副   町   長    藤原 十三 夫 
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開    会 

 

〔開会  午前１０時００分〕 

 

○議長（秋田重敏君）ただいまより、令和３年３月南越前町議会定例会を開会い

たします。３月議会定例会の開会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 先般の任期満了に伴う町長選挙におかれましては、岩倉町長が無投票で２期目

の当選を果たされました。心よりお祝いを申し上げます。南越前町を取り巻く情

勢は人口減少問題等をはじめ、多くの課題が山積し、厳しいものがございます

が、公約に掲げられた「元気で誰もが住みたくなるまち」に向けて、粉骨砕身努

めていただき、活力のある町づくり及び、住民福祉の向上のために町政を推進し

ていただきますようお願い申し上げます。議会といたしましても、町長をはじめ

理事者側と切磋琢磨しながら、真摯な議論を交わし、町政を支援していく覚悟で

ございますので、よろしくお願いを申し上げます。 

ところで、先月、東北にて、震度６強の地震が発生し、東北をはじめとした周

辺地域において被害が発生しました。今回の地震は、気象庁によれば、東日本大

震災の余震とのことであり、震災から１０年も経過してからの大きな余震の発生

でありました。東日本大震災による被災地が、復興に向けて懸命に頑張っている

最中の出来事であり、被災された方々の心中はいかばかりであったかと存じま

す。地震により被災された皆様に対し、心よりお見舞いを申し上げたいと存じま

す。 

さて、本町においては、昨年１年間大きな災害の発生もなく本年１月の大雪に

おいても、適正なる除雪体制により、主要幹線道路、生活道路とも適時除雪が行

われ、交通障害や学校の休校、ごみの収集の中止もなく、住民生活に対する大き

な影響が生じなかったことにつきましては、感謝申し上げるしだいでございま

す。しかしながら、災害は忘れたころにやってくると申します。住民が安心して

生活できるよう、より一層の防災対策・対応をお願いしたいと存じます。 

また、国は、新型コロナワクチンの承認を行い、医療関係者からワクチンの接

種を開始いたしました。４月ごろからは、高齢者への接種を開始し、その後順

次、接種を行っていく計画とのことです。住民に対する接種が少しでも早く完了

し、平穏な生活や地域活動ができるよう議会といたしましても、早期にワクチン

接種の推進に対して全力で支援してまいりますので、町長をはじめ、接種に従事

される職員の皆さんには大変ご苦労をおかけしますが、慎重かつ迅速な対応をお

願いしたいと存じます。 
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さて、３月議会は、新年度予算をはじめ、補正予算、条例の改正など、重要な

案件が多くありますので、議員各位におかれましては、本定例会に提出されまし

た各案件におきまして、慎重審議いただきますことをお願い申し上げまして、挨

拶といたします。 

本日の出席議員数は１４名です。定足数に達しておりますので、これより本日

の会議を開きます。 

 

〔午前１０時０５分〕 

                       

会議録署名議員の指名 

 

○議長（秋田重敏君）本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

これより、日程に入ります。日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議

録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において、１２番 平谷弘

子君、１３番 山本 優君を指名いたします。 

 

                           

会 期 の 決 定 

 

○議長（秋田重敏君）次に日程第２ 会期の決定を議題といたします。お諮り

いたします。本定例会の会期につきましては、去る２月２日と２月２２日に

議会運営委員会を開催し、協議いたしましたので、議会運営委員長の報告を

求めます。 

(「議長」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（秋田重敏君）１４番 丸岡 武司君。 

 

○１４番（丸岡武司君）それでは、議会運営委員会の報告をさせていただきま

す。令和３年３月定例会の運営につきまして、去る２月２日及び２月２２日に正

副議長出席のもと、議会運営委員会を開催いたしました。当委員会で協議し、決

定いたしました結果につきまして、ご報告いたします。 

会期につきましては、本日より１９日までの１９日間といたします。議会日程

につきましては、お手元にお配りいたしました日程表のとおりであります。 

議員各位のご賛同とご協力をお願い申し上げまして、議会運営委員会の報告と

いたします。 
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○議長（秋田重敏君）お諮りいたします。ただいまの丸岡委員長の報告のと

おり、本定例会の会期を本日から１９日までの１９日間といたしたいと思い

ます。これに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、本日から１９日までの１９日間とすることに

決定しました。 

                          

諸 般 の 報 告 

 

○議長（秋田重敏君）次に、日程第３ 諸般の報告を行います。１２月議会

定例会以降に開催されました会議等につきましては、お手元に配付してあり

ます諸報告のとおりです。次に、監査委員から送付されました例月出納検査

の結果につきましては、お手元に写しを配付してありますので、ご覧願いま

す。これで、諸般の報告を終わります。 

                          

議 案 の 上 程 

 

○議長（秋田重敏君）次に、日程第４ 議案第５号 専決処分の承認を求めること

について(令和２年度 南越前町一般会計補正予算（第９号)）から、日程第３９ 

議案第４０号 工事請負変更契約の締結についてまでの、３６議案を一括して上

程いたします。 

                            

提 案 理 由 の 説 明 

 

○議長（秋田重敏君）岩倉町長より、提案理由の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ声あり〕 

 

○議長（秋田重敏君）岩倉町長。 

           〔町長（岩倉光弘君）登壇〕 

 

○町長（岩倉光弘君） 本日ここに、令和３年３月定例議会を招集申し上げました

ところ、議員各位におかれましては、大変お忙しい中、ご出席をいただきまして、
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誠にありがとうございます。この度の南越前町長選挙におきまして、町民の皆様

方をはじめ多くの方々から力強いご支援とご支持をいただきまして、引き続き町

政の重責を担わせていただくこととなりました。今ほど秋田議長からお祝いの言

葉、激励の言葉をいただきまして、誠にありがとうございます。これから今一度、

初心に立ち返りまして、町民の皆様方から寄せられましたご期待にお応えすべく、

南越前町発展のために全身全霊をかけてまして、また誠心誠意、頑張る所存でご

ざいますので、今後ともご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。 

はじめに、なんと言っても昨年は、新型コロナウイルスで始まりまして、新型コ

ロナウイルスで終わった一年でありましたが、今年１月に入りまして、再び１都

２府８県に緊急事態宣言が発出され、これらの都府県では人の移動を極力抑える

ため飲食店の時短営業やテレワークの推進を図り、感染者数のピークを抑えるこ

とについては一定の成果がうかがえるところまできておりますけれども、逼迫す

る病床など医療の現場はなお今も予断を許さず厳しい状況が続いているところで

あります。 

県内では、緊急事態宣言発出には至っておりませんが、坂井市の介護施設では

大規模なクラスターが発生をいたしまして、高齢の方々が多くお亡くなりになら

れるなど完全な終息には至っていないのが現状であります。今後も町民の皆様に

おかれましては、引き続き油断することなく、新しい生活様式の中、しっかりとし

た感染予防対策をお願いし、町といたしましても感染対策、そしてまた経済対策

などの支援策を講じていくことといたしますので、ご理解方よろしくお願いを申

し上げます。また、感染拡大を抑えるためのワクチン接種につきましては、全国的

に医療従事者を皮切りに２月中旬から始まったところであります。本町におきま

しても、４月からの接種に向けまして準備を急いでいるところであります。今月

中旬より高齢者の方々から順次、接種券を郵送することといたしておりますので、

今しばらくお待ちいただきたく思います。接種の方法は、町内の医療機関での個

別接種と保健福祉センターや住民センターでの集団接種から選択できることとな

りますので、接種券が到着の際は、日時、会場をご確認していただいて、予約のう

え接種をお願いいたします。 

国内に目を向けますと、第２０４回通常国会が１月１８日に開会されまして、

追加して新型コロナウイルス対策を行う経費等を盛り込んだ令和２年度第３次補

正予算が既に成立したほか、令和３年度予算など重要案件が衆参両院で審議中で

あります。令和３年度予算では、令和２年度第３次補正予算と合わせて、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止に万全を期しつつ、中長期的な課題であるデジタル社会・

グリーン社会の実現、活力ある地方創生、少子化対策など全世代型社会保障制度

の構築等にも対応した予算となっておりまして、総額１０６兆６千億円と史上最
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大規模の予算となっております。 

次に、このほど県は令和３年度の当初予算を発表いたしました。杉本県知事の

１期目折り返しとなる当初予算は、５，５６１億円となり過去最大規模の予算と

なっております。新型コロナウイルスに打ち克つ社会経済の実現と、県の長期ビ

ジョンによる新時代の創造や安心・安全対策にも配慮した攻守バランスのとれた

予算となっており、令和２年度２月補正予算と一体的に編成した予算となってお

ります。 

さて、ここで、２期目にあたりまして町政の運営につきまして私の所信を述べ

させていただきます。 

前々から述べさせていただいておりますが、南越前町の最重要課題というのは、

何といっても人口減少対策と地域の活性化であります。合併時の平成１７年に実

施した国勢調査の人口は１２，２７４人でありましたが、昨年実施されました令

和２年国勢調査の人口は、現在集計中でありますけれども、１万人前後が予想さ

れまして、この１５年間で約２千数百人が減少したこととなり、町として深刻な

問題として受け止め、若者がしっかり定住できる思い切った住宅政策、そしてま

た子育て支援策に取り組んでいきたいと考えているところであります。 

一方、地域の活性化については、交流人口を拡大するため４つの観光事業に力

を入れていきたいと考えております。一つ目は、４年前に日本遺産に認定いただ

いた北前船寄港地船主集落で国の重要文化財である中村家住宅を２年後には一般

公開できるよう取り組んでまいります。二つ目は、江戸時代北国街道屈指の宿場

町として栄えた街並みを後世に残すため、今庄宿の国の重要伝統的建造物群の地

区指定に取り組み、街並みの保存を進めます。三つ目は、今庄地区の旧北陸線トン

ネル群等の鉄道遺産であり、これも昨年、日本遺産の認定をいただきましたので、

冠を活かして敦賀市・長浜市としっかり連携して観光客の誘客を促進いたします。

四つ目は、国の史跡杣山城跡の居館跡を４年かけて復元整備しまして、隣接する

日本一の花はす公園と一体的に観光の目玉にしていきたいと考えております。 

以上、地域の資源資産に磨きをかけまして、元気で誰もが住みたくなるまちを

目指し、山積する課題を一つ一つ丁寧に対処し、夢のあるまちづくりを進めてい

くことといたします。 

 ここで、２期目に入りまして、引き続き「６つのまちづくり事業」について、強

力に取り組んでまいりたいと考えております。令和３年度の主要施策、重点事項

等につきまして述べさせていただきます。 

まず、 一つ目の「町民に優しいまちづくり」でありますが、 

一、障害の有無に関わらず、誰もが身近な地域でいつまでも暮らし続けること

ができる、思いやりと支え合いのまちづくりのため、自立支援サービスなど障害
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者福祉施策を推進いたします。 

一、高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、

住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステム

の深化を目指し、「地域ふれあいサロン」を中心とした介護予防活動と地域の見守

り・支え合い体制づくりを支援いたします。 

一、町の代表的な観光施設である「花はす公園」のバリアフリー化などを進める

こと、そしてまた、高齢者や障害者の利用に配慮した公共施設の整備を推進いた

します。 

 一、妊産婦や小学校就学前の子どもを持つ保護者などが抱える地域の多様化す

るニーズに応えるため、民間を含む認定こども園２園と保育所２ヶ所、子育て支

援センター、子育て世代包括支援センター、子ども家庭総合支援拠点において、発

達や状況に応じたきめ細やかな教育・保育と、切れ目のない支援を提供いたしま

す。 

一、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、引き続き子ども医療費助成の対

象年齢を１８歳までとし、窓口の無料化を図ることで福祉の増進を図ります。 

一、高校生までの子どもインフルエンザ予防接種費用の全額助成や、療育のた

め町外の病院や施設に通院・通所する乳幼児の保護者に支援金を支給することに

より、子育て世帯の経済的負担軽減を図るとともに、疾病の予防と早期治療、早期

療育の促進に努めます。 

 一、悪性新生物をはじめとする生活習慣病予防のため、町民の健康づくりスロ

ーガンである「がん予防スタートプロジェクト」の普及・啓発を行い、町民全体の

健康意識とがん予防意識の向上を図ります。 

一、地域に根ざした身近な医療機関の役割を果たし、利用者の視点に立って、良

質な医療サービスを提供するため、新型コロナウイルス感染症拡大防止を念頭に

置きつつ、計画的に医療機器等の更新を行うなど、医療資源の効率的かつ効果的

な活用に努めます。 

 次に、二つ目の「安全安心して暮らせるまちづくり」でありますが、 

一、地震や風水害等の災害から町民の生命と財産を守るため、避難訓練を含め

た町の総合防災訓練を実施いたしまして住民の防災意識を高めるとともに、地域

の防災力を高めるために、集落の「共助」による自主防災組織の設立及び活動を支

援いたしまして、災害に強い安全安心なまちづくりを目指します。 

一、安全に配慮した町内公共交通の運行の維持に取り組むとともに、町民に対

し一層の利用促進を働きかけます。また、関係市町と連携し交通弱者や通勤通学

者が安心して利用できる公共交通機関の安定した運営に努めます。 

一、国道８号の防災事業、国道３０５号改良事業、国道３６５号栃ノ木峠改良事
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業、県道中小屋武生線等の地域間を結ぶ幹線道路の改良促進を図るため、国・県・

関係機関に強く要請を行います。 

一、町道の生活利便性の向上を図るため、町道脇本上平吹線の上平吹橋の架替

工事を引き続き実施します。また、雪に強い道路交通網の実現に向けまして、町道

南条線、町道日野団地線、町道上野東環状線の消雪工事を実施をいたします。 

一、子育て世帯や新婚世帯など若い世代の定住を促進するため、東大道分譲地

を造成すると共に、宅地の分譲、そして空き家及び住宅取得に対する補助などの

住宅政策を引き続き推進いたします。また、空き家の現状を把握し利活用を進め

るため、空き家実態調査を実施いたします。 

一、老朽化した水道施設を計画的に更新していくため、今泉配水区管路更新事

業を継続して実施します。また、安全で効率的に施設を管理していくため、水道管

路管理システムの整備や水道遠方監視システムの更新事業を実施いたします。 

 次に、三つ目の「活き活きと働けるまちづくり」でありますが、 

一、南越前町遠距離通勤者高速道路利用支援事業を拡充しまして、遠方の勤務

地に高速道路で通勤する方の費用及び身体的負担の軽減を図るとともに、短縮さ

れた通勤時間を有効に活用できるよう、ワークライフバランスの充実を促します。 

一、雇用拡大による地域経済の活性化を図るために鯖波工業団地拡張整備事業

に着手いたします。 

一、日本遺産に認定されました「北前船寄港地・船主集落」と「旧北陸線トンネ

ル群」ならびに重要伝統的建造物群保存地区の選定後の「北国街道 今庄宿」への

誘客を拡大するために、関係市町で構成する協議会等の事業展開と合わせ、地域

住民と協働した取り組みを推進し、魅力ある観光地づくりによる地域経済の活性

化を図ります。 

一、農業者の経営の安定と発展、農産物の生産促進のための支援を行うととも

に、地域の農業を守り、農地の保全を図るために、集落営農の組織化および農業経

営の法人化や広域化を推進いたします。 

一、本町の中山間地域の農地を適正に保全し耕作放棄地の発生を抑えるために、

多面的機能支払制度、中山間地域等直接支払制度および中山間地域農地保全事業

を活用して農地の保全や耕作に取り組む団体、そして農家等を支援するとともに、

安定した農業生産活動のための基盤整備を推進いたします。 

一、鳥獣害対策の基本であります、捕獲・追い払い・防御を効率的に行うために、

地域ぐるみの被害防止活動を支援するとともに、侵入防止施設の整備を支援いた

します。 

一、森林環境譲与税を活用して山際の現況調査や森林施業の意向調査を実施す

るとともに、木材産業の活性化を図るために、間伐材の搬出促進を支援いたしま
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す。 

一、水産業の健全な発展と水産物の安定供給を図るために、漁港施設、海岸保全

施設の整備保全を推進いたします。 

一、南条サービスエリア周辺地域振興施設が地方創生の拠点として、さらに本

町及び福井県の魅力を効果的に発信する地域活性化や交流促進等の拠点となり交

流人口の拡大、定住人口の増加に寄与するために、令和３年秋の開業に向けまし

て、引き続き地元協議会や指定管理予定者との協議を重ね整備を進めていきます。 

次に、四つ目の「人と文化を育むまちづくり」でありますが、 

一、国指定史跡である杣山城跡を将来的に望ましい状態で保存・活用するため、令

和２年度から居館跡の整備工事を実施しております。今後も整備基本計画に基づ

きまして、史跡を有効活用できるよう整備を進めていきます。 

一、令和４年４月の南越前町立南越前中学校の開校に向けてまして、対象とな

る児童生徒の新しい環境へのストレスを少しでも緩和できるよう、また保護者の

経済的負担を極力軽減できるよう、各学校間の児童生徒の交流や確実な通学手段

の確保、制服・体操服の選定、施設整備などの準備を確実に進めていきます。 

一、青少年育成代継基金を活用した合宿通学や各学校で校区特有の資源を利用

した小中学校の交流の実施、町の伝承料理、地場産品等を使用した山海里ふるさ

とランチ給食の実施等を通して、ふるさとに愛着を持つ人材を育成するふるさと

教育を推進いたします。 

一、令和３年度から施行する「南越前町学校ＩＣＴ環境整備計画」に基づき、児

童生徒１人に１台の端末を有効に活用した「一斉学習」、「個別学習」、「協働学習」

を行いまして、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、教員と児童生徒の

力を最大限に引き出す学習活動の一層の充実と主体的・対話的で深い学びの視点

からの授業の改善を図ります。 

一、誰もがスポーツに親しめる環境づくりを進めるため、生涯スポーツの普及

や指導者および競技団体の育成・充実を図り競技力の向上を目指します。また、生

涯スポーツの振興による健康・体力づくりの取組みを促進いたします。 

一、友好交流協定を締結している台湾の台南市白河区との交流に取り組みまし

て、インバウンドの促進を図るとともに、国際感覚やコミュニケーション能力を

養うことで広い視野を持ち“ふるさと”の将来に寄与できる人材の育成を促進い

たします。 

次に、五つ目の「住民主体のまちづくり」でありますが、 

一、住民自治の拠点といたしまして、今年度は南今庄集会所を整備いたしまし

て集落の振興と活性化を図ります。 

一、男女共同参画社会の更なる推進のため、前計画の取組および社会状況を踏
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まえた新たな課題の対策を盛り込んだ第３次南越前町男女共同参画計画、推進プ

ランを策定いたします。 

一、ＮＰＯやボランティア団体の活動意欲が向上する施策を展開するとともに、

継続的に地域に関わる関係人口を受け入れる枠組みとして中長期・反復型の滞在

の推進による都市と地域との交流を促進いたします。 

一、新型コロナウイルスの感染防止対策を徹底いたしまして、老若男女が共に

学びあえる生涯学習の充実に努めます。また、まちづくり推進員や地域活動団体、

社会教育団体等が協力し、コロナ禍で感染防止対策を遵守し安心・安全に地区公

民館を拠点としたまちづくり活動の推進を図れるよう支援していきます。 

 最後に、六つ目の「効率的な行財政運営によるまちづくり」でありますが、 

一、厳しい財政状況の中において、多様化する住民ニーズに迅速に対応し、今後

も良質な行政サービスを展開するために財政規模に応じた適正な行財政運営に努

めていきます。 

一、働き方改革の推進及び新型コロナウイルス感染拡大防止のため、テレワー

クシステムを活用した職員の在宅勤務制度を導入いたしまして、有事の際の職員

の労働環境の条件整備を図るとともに住民サービスの安定的な提供に努めます。   

一、第２次南越前町総合計画に特に戦略的に取り組む必要がある施策として「未

来づくりプログラム」に位置付けられているものについては、分野横断的連携に

よる取り組みに加え、ＳＤＧｓ持続可能な開発目標を導入いたしまして、町の将

来像と基本目標の達成を目指します。 

一、町税の納付手続きの簡素化及び納税者の利便性の向上を図るとともに、収

納率の向上及び収納事務の効率化のため、口座振替納付を推進いたします。 

一、農業集落排水処理施設の老朽化への対応や施設全体の機能を計画的に維持

していくため、施設の統合を検討する農業集落排水処理施設再編計画を策定いた

します。 

 以上、令和３年度に取り組みます６つのまちづくり事業の具体的な事業につい

て、ご説明申し上げました。 

なお、６つのまちづくり事業に掲げた事業をはじめ、個々の事業については、限

られた財源の中、その効果、緊急度、優先度等を十分に考慮しながら予算編成し、

誰でもが住みたくなる南越前町となるように事業を進めることといたしますので、

ご理解をお願いいたします。 

また、町長選挙によりまして当初予算の編成は、慣例で前回までは骨格予算と

して編成をしてまいりましたが、今回はコロナ禍の中、喫緊する課題も多く実効

性のある施策を早期に取り組みたいということで、本格予算として編成をさせて

いただきましたのでご理解、ご了承をお願いするところであります。 
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それでは、本定例議会に、ご提案申し上げました各案件につきまして、その概要

を申し上げます。 

 提案いたしました議案は、専決処分の承認を求めるものが１件、補正予算に関

するものが１０件、当初予算に関するものが１２件、条例の一部改正に関するも

のが７件、公の施設の指定管理者の指定に関するものが１件、町道路線の認定に

関するものが１件、工事請負変更契約の締結に関するものが４件の合計３６件で

ございます。 

最初に、議案第５号 専決処分の承認を求めることについてでありますが、こ

れは事務上、急を要し、議会を招集する時間的余裕がないものと認め、令和３年１

月２６日、専決処分をもって決定いたしたものであります。 

内容は、令和２年度南越前町一般会計補正予算（第９号）について、専決処分の

承認を求めることについてでありますが、これは、新型コロナウイルスワクチン

接種に係る事務を２月１日より開始することと、１月中旬にかけまして降雪によ

り除雪費が不足したため、関係費用について補正予算を編成する必要が生じまし

たので、専決処分いたしたものであります。 

予算総額に５，５７８万６千円を追加し、予算総額を１０７億１，１８３万３千

円にいたしたものであります。 

 歳出の主なものは、総務費では、新型コロナウイルスワクチン接種事務に伴う

丹南広域組合システム改修等負担金に１９０万４千円、同接種事務費に２７３万

２千円の追加。 

 土木費では、除雪業務委託料に ５，０００万円の追加等であります。 

歳入については、国庫支出金では、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保

事業費国庫補助金として４６３万６千円の追加。 

 繰越金では、純繰越金として５，１５０万円の追加であります。 

次に、議案第６号 令和２年度南越前町一般会計補正予算（第１０号）でありま

すが、予算現額に５，５１９万１千円を追加し、予算総額を１０７億６，７０２万

４千円にいたそうとするものであります。 

 なお、継続費補正では、上平吹橋橋梁架替事業で事業費の総額を６億２，６５５

万７千円から６億２，７５５万７千円に、南条サービスエリア周辺地域振興施設

整備事業で事業費の総額を１７億２，４０８万６千円から１７億８，７１３万７

千円といたし、それぞれ令和２年度から３年度までの年割額を補正するものであ

ります。 

繰越明許費では、新生児特別定額給付金給付事業ほか９事業で総額３億４，９

９２万１千円を設定いたそうとするものであります。 

債務負担行為補正では、新中学校校歌制作業務で、期間を令和３年度とし、限度
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額３３０万円を追加いたそうとするものであります。 

地方債補正では、減収補てん債１，４２０万円を追加し、道路改良事業ほか６件

で限度額の変更をいたそうとするものであります。 

 歳出の主なものは、議会費では、旅費で２０９万９千円の減額。 

総務費では、総合事務組合退職手当特別負担金に１，５００万円、河野住民セン

ター非常用発電機更新事業に９４３万８千円の追加。鉄道遺産景観整備案内看板

設置事業で２１４万５千円の減額。ふるさと納税事業支援業務委託料に９２４万

７千円の追加。同事業ポータルサイト利用料等に２２５万３千円の追加。福井県

丹南広域組合負担金で１，１１３万円、遠距離通勤者高速道路利用支援事業補助

金で３４５万２千円の減額。広域観光推進事業基金積立金に４２０万円の追加。

地区集会所整備事業補助金で２７０万円、新型コロナウイルス感染症対策消耗品

費で３２９万８千円、防災行政無線等機械機器保守委託料で２００万円、防犯灯

移設工事で１１５万円、マスク購入費助成事業補助金で１７１万３千円、生活路

線バス利用促進事業補助金で１００万円、個人番号カード等関連事務交付金で 

１４０万６千円、町長選挙執行経費で７８８万６千円の減額。 

 民生費では、国民健康保険特別会計繰出金で４４１万１千円、重度障害者（児）

医療費助成で６６９万３千円の減額。高齢者応援プレミアム付商品券事業に２，

４５６万８千円、後期高齢者医療給付費負担金に１，０８７万９千円の追加。    

高齢者保養事業補助金で１０６万３千円、介護保険特別会計繰出金で９０５万１

千円、すみずみ子育てサポート事業委託料で１７１万４千円、子ども医療費助成

で５９８万６千円、児童手当で７８３万５千円、認定こども園給食業務委託料で 

１７８万円の減額。私立認定こども園保育事業委託料に５０２万８千円の追加。

児童館施設管理委託料で３２５万７千円の減額。 

衛生費では、風しん抗体検査委託料等で１２２万円、予防接種委託料で１０２

万４千円、がん検診委託料で１０５万４千円、健康増進プログラム実施委託料で

２２０万円、妊婦乳児健康診査委託料で２１２万２千円の減額。国民健康保険今

庄診療所特別会計繰出金に２，４８６万２千円の追加。河野診療所特別会計繰出

金で７２１万７千円、南越清掃組合負担金で７１４万８千円、個別排水処理施設

特別会計繰出金で１９１万４千円、水道事業企業会計補助金で４０５万６千円の

減額。 

 農林水産業費では、小さな農業チャレンジ応援事業補助金で１０２万７千円、    

中山間地域等直接支払交付金で３０４万８千円、水田利活用促進対策事業交付金

で１６７万円、特産品生産奨励事業交付金で１５２万４千円、中山間地域総合整

備事業負担金で６７８万円、多面的機能支払交付金で８５９万６千円、農業集落

排水特別会計繰出金で３５８万１千円、地籍調査謝礼で１４２万円、森林整備地



 

 - 15 - 

域活動支援交付金で１５３万円、森林境界明確化推進事業交付金で１５３万円、

林道維持作業委託料で１３３万２千円の減額。 

 商工費では、第２弾南越前町消費活性化ポイント付与事業に１，０００万円、鯖

波工業団地拡張整備事業用地購入費に２億３，７９３万５千円の追加。産業物産

フェア・天の川フェスタ開催補助金で９００万円、鉄道遺産観光連携事業計画策

定及び実施設計委託料で５００万５千円、温泉施設使用料で８４１万１千円、イ

ベント自動車借上料で２３６万８千円、今庄そばまつり中止に伴う加工用原材料

費で１８１万５千円の減額。観光ＰＲ車導入事業に５７３万５千円の追加。街道

浪漫今庄宿開催補助金で４６５万円、荒波フェスタ開催補助金で２２０万円、団

体観光客誘客促進事業補助金で４６０万円、文化・スポーツ合宿誘致補助金で１

５５万４千円の減額。そまやま温泉火災受信機修繕料に１２９万８千円、同じく

施設管理委託料に５３０万４千円の追加。スキー場工事請負費で１，７７７万６

千円の減額。 

 土木費では、南条ＳＡ周辺地域振興施設道路情報装置設置業務システム整備委

託料で１００万円、町道日野団地線消雪施設整備工事費で４７６万７千円の減額。

上平吹橋橋梁架替事業に７，０００万円の追加。道路改良事業県営事業負担金で 

３６０万１千円、南条ＳＡ周辺地域振興施設補償金で１，３２０万円、下水道特別

会計繰出金で２８３万２千円、若い世代の定住に向けた住宅取得促進事業補助金

で３７６万円の減額。定住に向けた住宅新築促進事業補助金に１５０万円、子育

て世帯と移住者への住まい支援事業補助金に２１４万８千円の追加。多世帯同居

リフォーム支援事業補助金で２７０万円の減額。 

消防費では、南越消防組合負担金で５９７万８千円の減額。 

教育費では、統合中学校改修工事実施設計委託料で１，１７０万円、教育ネット

ワーク高速大容量化事業回線接続料で１３５万９千円、管内小中学校空調整備工

事で１，０２０万円、スクールバス運行委託料で２６０万円、小学校会計年度任用

職員人件費で４１７万５千円、湯尾小学校体育館雪止め設置工事等で２１１万７

千円、小学校施設用機械器具費で１２５万円、小学校校外学習バス借上料で２１

５万８千円、中学校会計年度任用職員人件費で１，００８万８千円、中学校校外学

習バス借上料で１５４万６千円、杣山城跡整備事業で４，４２１万５千円、文化会

館光熱水費で１００万円、東京２０２０オリンピック福井県聖火リレー市町負担

金で２２５万２千円、町スポーツ協会補助金で２９６万６千円、学校給食賄材料

費で２５３万１千円の減額。 

 公債費では、地方債利子で２０５万４千円の減額等であります。 

歳入の主なものは、町税では、個人町民税で１，０１４万９千円、法人町民税で 

９３８万円、固定資産税で６，０３９万５千円、町たばこ税で２３７万円、入湯税
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で９００万円の減額。 

 地方譲与税では、自動車重量譲与税で１５０万円の減額。 

株式等譲渡所得割交付金として、４２０万円の追加。 

地方消費税交付金として、２００万円の追加。 

地方特例交付金では、減収補てん特例交付金として５８０万円の追加。 

地方交付税では、普通交付税として２億４，２００万１千円の追加。 

分担金および負担金では、保育所保育料で２００万５千円の減額。 

国庫支出金では、児童手当国庫負担金で ５５６万９千円、個人番号カード交

付事業補助金で１４０万６千円の減額。新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金として５５２万５千円、子どものための教育・保育給付費国庫交付金

として４４４万９千円の追加。社会資本整備総合交付金で１，５４１万８千円の

減額。道路メンテナンス事業補助金として４，３１２万円の追加。国宝重要文化財

等保存整備費補助金で２，２０４万７千円の減額。 

県支出金では、国民健康保険基盤安定負担金で２６１万７千円、児童手当県負

担金で１１３万３千円、集落活性化支援事業補助金で１１６万円、福井ふるさと

広域景観形成事業補助金で１５３万７千円、重度障害者（児）医療無料化対策事業

補助金で３３４万７千円、子ども医療費助成事業補助金で２３０万８千円、中山

間地域等直接支払交付金で２２８万５千円、小さな農業チャレンジ応援事業補助

金で１０２万７千円、多面的機能支払交付金で６４４万９千円の減額。多世帯同

居リフォーム支援事業補助金で１２３万７千円の減額。住み続ける福井支援事業

補助金として１５６万７千円の追加。中学校部活動指導員配置事業補助金で１０

８万５千円、核燃料税交付金で３，８９２万４千円の減額。 

 財産収入では、土地建物貸付収入で２４４万３千円の減額。土地売払収入とし

て１，１１４万８千円の追加。 

寄附金では、ふるさと納税に係る寄附金として２，３００万円の追加。 

繰入金では、減債基金繰入金で３，０００万円、地域振興基金繰入金で５，２５

０万円の減額。 

 繰越金では、純繰越金として１，７２５万５千円の追加。 

 諸収入では、道の駅管理運営受託事業収入で２８２万８千円、花はす公園清掃

協力金で２８０万７千円、文化会館公演入場料で１４８万５千円、小中学校給食

費で２３７万８千円の減額。保育所３歳以上児主食費等徴収金として１０４万２

千円、道の駅光熱水費使用料として２８２万８千円の追加。 

 町債では、道路改良事業債として２，６８０万円の追加。消雪施設整備事業債で 

１５０万円、南条サービスエリア周辺地域整備事業債で２１０万円、公営住宅整

備事業債で１５０万円、学校教育施設等整備事業債で１，１３０万円、小学校空調
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整備事業債で３６０万円、文化財保存整備事業債で２，０００万円の減額。減収補

てん債で１，４２０万円の追加等であります。 

 次に、議案第７号 令和２年度南越前町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）でありますが、予算現額に１，３３５万７千円を追加し、予算総額を１１億２，

８５８万８千円にいたそうとするものであります。 

歳出の主なものは、保険給付費では、一般被保険者療養費で１６９万５千円の

減額。一般被保険者高額療養費に１，０６３万６千円の追加。 

国民健康保険事業費納付金では、一般被保険者医療給付費分納付金で１６２万

７千円の減額。 

 保険事業費では、健康診査委託料で１８４万１千円の減額。諸支出金では、返還

金に９３６万５千円の追加等であります。 

 歳入の主なものは、県支出金では、普通交付金として７３６万１千円の追加。 

 繰入金では、保険基盤安定繰入金保険税軽減分で２７９万円、保険基盤安定繰

入金保険者支援分で１７９万７千円、国民健康保険基金繰入金で６０２万７千円

の減額。 

 繰越金では、その他繰越金として６９７万３千円の追加。 

諸収入では、一般被保険者第三者納付金として１５８万円、診療報酬等差額返

納金として９２２万１千円の追加等であります。 

 次に、議案第８号 令和２年度南越前町国民健康保険今庄診療所特別会計補正

予算（第５号）でありますが、予算現額から６１１万６千円を減額し、予算総額を

２億８，１２０万円にいたそうとするものであります。 

 繰越明許費では、新型コロナウイルス検査キット整備事業で２０２万４千円を

設定いたすものです。 

 歳出の主なものは、総務費では、医科診療委託料で１６８万円の減額。リハビリ

室空調機更新工事に１１３万３千円の追加。 

 医業費では、医薬材料費で３７０万円の減額。給食用賄材料費で１００万円の

減額等であります。 

歳入の主なものは、診療収入では、入院収入で１，６８２万円、外来収入で１，

１８３万円の減額。 

 介護保険サービス収入では、訪問看護収入で２８２万円の減額。 

 繰入金では、一般会計繰入金として２，４８６万２千円の追加。 

 国庫支出金では、発熱外来診療体制確保支援補助金として１８０万１千円の追

加等であります。 

 次に、議案第９号 令和２年度南越前町河野診療所特別会計補正予算（第４号）

でありますが、予算現額から５６０万円を減額し、予算総額を９，３６５万５千円



 

 - 18 - 

にいたそうとするものであります。 

 歳出の主なものは、医業費では、医薬材料費で５００万円の減額等であります。 

 歳入の主なものは、診療収入では、外来収入で４１０万円の減額。 

繰入金では、一般会計繰入金で７２１万７千円の減額。 

国庫支出金では、発熱外来診療体制確保支援補助金として５７１万７千円の追

加等であります。 

 次に、議案第１０号 令和２年度南越前町個別排水処理施設特別会計補正予算

（第１号）でありますが、予算現額から１９０万円を減額し、予算総額を１，２３

６万４千円にいたそうとするものであります。 

 歳出では、事業費では、浄化槽管理清掃委託料に１９０万円の減額であります。 

 歳入の主なものは、繰入金では、一般会計繰入金で１９１万４千円の減額等で

あります。 

 次に、議案第１１号 令和２年度南越前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）でありますが、予算現額に１，１５４万９千円を追加し、予算総額を１億５，

８７６万４千円にいたそうとするものであります。 

 歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金に１，１５４万９千円の追加であり

ます。 

 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料として１，２１１万５千円の追加等

であります。 

 次に、議案第１２号 令和２年度南越前町農業集落排水特別会計補正予算（第

２号）でありますが、予算現額から３２０万円を減額し、予算総額を３億７８２万

３千円にいたそうとするものであります。 

 歳出の主なものは、事業費では、調査委託料で１６０万円の減額等であります。 

 歳入の主なものは、分担金及び負担金で農業集落排水処理施設加入金として 

１９８万円の追加。使用料及び手数料で農業集落排水使用料で１８２万１千円の

減額。 

 繰入金では、一般会計繰入金で３５８万１千円の減額等であります。 

次に、議案第１３号 令和２年度南越前町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

でありますが、保険事業勘定の予算現額から１，５２７万５千円を減額し、予算総

額を１４億３，６１８万２千円にいたそうとするものであります。 

 歳出の主なものは、保険給付費では、居宅介護サービス給付費で２，２７０万円

の減額。地域密着型介護サービス給付費に７００万円の追加。施設介護サービス

給付費で１，５００万円、居宅介護サービス計画給付費で２５０万円の減額。地域

密着型介護予防サービス給付費に１５０万円の追加。特定入所者介護サービス費

で３４０万円の減額。 
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 地域支援事業費では、介護予防・生活支援サービス委託料で１３９万５千円、介

護予防・生活支援サービス事業費で２００万円の減額。 

基金積立金では、介護保険基金積立金に２，４９４万８千円の追加等でありま

す。 

 歳入の主なものは、国庫支出金では、介護給付費負担金で６２７万円、調整交付

金で１７５万５千円の減額。介護保険保険者努力支援交付金として２７６万２千

円の追加。 

 支払基金交付金では、介護給付費交付金で９４７万７千円の減額。 

 県支出金では、介護給付費負担金で５１３万９千円の減額。 

 繰入金では、介護給付費繰入金で４３８万９千円、事務費繰入金で４０８万３

千円の減額。 

繰越金では、純繰越金として１，５９１万５千円の追加等であります。 

 次に、議案第１４号 令和２年度南越前町下水道特別会計補正予算（第２号）で

ありますが、予算現額から２６０万円を減額し、予算現額を２億１，７５５万３千

円にいたそうとするものであります。 

 歳出の主なものは、事業費では、施設管理委託料で１６０万円の減額等であり

ます。 

 歳入の主なものは、分担金及び負担金では、特定環境保全公共下水道加入金と

して１１８万８千円の追加、使用料及び手数料では、特定環境保全公共下水道使

用料で１２３万３千円の減額。 

繰入金では、一般会計繰入金で２８３万２千円の減額等であります。 

 次に、議案第１５号 令和２年度南越前町水道事業会計補正予算（第４号）であ

りますが、収益的収支の予算現額から、９９万９千円を減額し、予算総額を３億

８，０１６万３千円とし、資本的収支の予算総額から、２０９万円を減額し、予算

総額を資本的収入が２，１７８万円、資本的支出が１億１，１５９万１千円にいた

そうとするものであります。 

 収益的収支の支出の主なものは、原水及び浄水費及び配水及び給水費では、そ

れぞれ５０万円の減額等であります。 

 収益的収支の収入の主なものは、給水収益では、９０万３千円の減額。 

その他の営業収益では、１８７万円の追加。 

一般会計補助金では、１９６万６千円の減額等であります。 

 資本的収支の支出では、建設改良費委託料で２０９万円の減額。 

資本的収支の収入では、繰入金では、２０９万円の減額であります。 

 以上、補正予算に関する議案１０件につきまして、ご説明を申し上げました。 

 続きまして、令和３年度の当初予算の概要についてご説明申し上げます。 
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 はじめに、議案第１６号 令和３年度南越前町一般会計予算につきまして、ご

説明申し上げます。 

 予算の総額は、８８億６１２万３千円で、前年度の当初予算と比較いたしまし

て、２億４９１万６千円の減で、率にして２.２７％の減となりました。減額とな

りました主な要因として、歳出では、かねてから整備を進めております南条サー

ビスエリア周辺地域振興施設整備事業および上平吹橋梁架替事業が、いずれも前

年度が事業量のピークであったことで事業費が膨らみましたが、令和３年度は事

業の最終年となることで事業量が抑えられていることから、事業費が減少しまし

た。 

また、歳入では、コロナ禍の影響による税収の減、事業費の減に伴う国庫補助金

が減額となっております。年間発行額を６億円までに抑制している地方債につき

ましては、前年度より約１億６千万円減少しておりますが、南条サービスエリア

周辺地域振興施設整備事業や統合中学校整備事業等の大型事業を実施するため、

予算額は約６億８千万円となっておりますが、ご理解をお願いいたすところであ

ります。 

具体的には、６つのまちづくり事業をはじめ、第２次南越前町総合計画後期計

画に掲げる事業を重点的に取り組む予算といたしたところでございます。  

 歳出について性質別で増減があった主なものは、人件費が、１３億９，８０１万

５千円で、前年度の当初予算と比較いたしまして、２，００４万９千円の増であり

ます。主な要因は、会計年度任用職員制度の平年度化による期末手当の支給月数

が増えることによるものであります。 

 物件費が、１５億１，４５４万６千円で、１億５，９４２万５千円の増でありま

す。その主な内容は、財産管理費で４，７３４万６千円、企画費で８，１７１万１

千円、諸費で４，６０５万３千円、予防費で９，１１３万７千円、観光費で８，３

９４万７千円、温泉施設管理費で６，１５１万１千円、道路橋梁維持費で４，９１

３万６千円、教育委員会事務局費で６，０７７万２千円、小学校の学校管理費で

５，７３０万６千円、体育施設費で６，７３５万８千円、学校給食費で１億１，１

４１万５千円であります。 

 維持補修費が、１億２，１０４万９千円で、１，１８３万３千円の増であります。

その主な内容は、林道費で１，０６８万円、道路橋梁維持費で６，８８１万円であ

ります。 

 扶助費が、６億８，５９５万円で、６６２万９千円の減であります。その主な内

容は、障害者福祉費で３億５，２８７万５千円、児童福祉総務費で３，８５２万７

千円、児童措置費で１億４，３７６万円、認定こども園費で８，１１６万７千円で

あります。 
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 補助費等が、１２億５１４万５千円で、２，８９４万２千円の増であります。そ

の主な内容は、企画費で６，５４２万１千円、社会福祉総務費で４，３３２万２千

円、清掃総務費で１億６，３０６万円、水道事業費で９，９８９万円、農業振興費

で６，３５４万３千円、農地費で８，５０１万１千円、観光費で４，６７３万３千

円、消防費で３億５，０３４万１千円であります。 

 普通建設事業費は、２１億７，２４５万３千円で、２億９，５１６万５千円の減

であります。その主な内容は、自治振興費で４，２８１万９千円、農地費で２億６，

１５１万１千円、商工振興費で３億９，９４５万８千円、公園管理費で６，６８２

万１千円、道路橋梁新設改良費で４億９，１０６万５千円、定住対策推進費で８，

３８１万５千円、学校統合整備費で３億２，８２６万２千円であります。 

 公債費が、６億９，２２１万２千円で、５，５７１万６千円の減、積立金が、２，

５３７万５千円で、４，０１５万４千円の減であります。 

 貸付金が、４，３００万円で、前年度同額、繰出金が、９億３，８３７万８千円

で、２，７５０万１千円の減であります。 

 歳出について目的別で増減があった主なものは、議会費が、８，８０１万８千円

で、前年度の当初予算と比較いたしまして、３６万３千円の増であります。 

 総務費が、１１億２，８１７万７千円で、４，８６０万９千円の増であります。 

その主な要因は、財産管理費の普通建設事業費等で１，７９７万４千円、自治振興

費の普通建設事業費等で３，５８５万３千円、企画費の物件費で２，００２万７千

円のそれぞれ増であります。 

 民生費が、１８億１，３９０万３千円で、２，０４１万３千円の減であります。

その主な要因は、保育所費の人件費で１，１３１万２千円の増となっていますが、

児童措置費の扶助費で６３７万円、児童館費の普通建設事業費等で２，８１８万

６千円のそれぞれ減となったことで合計も減となっています。 

 衛生費が、６億４，８４２万６千円で、１億２，３１９万８千円の増であります。

その主な要因は、予防費の物件費で４，１５６万４千円、清掃総務費の補助費等で

３，９０８万１千円、水道事業費の補助費等で２，２６７万１千円のそれぞれ増で

あります。 

 労働費が、１，８００万円で、前年度同額であります。 

 農林水産業費が、９億８６万１千円で、２，０２８万８千円の減であります。そ

の主な要因は、農地費の普通建設事業費で９，７１３万円が増となっていますが、

林業振興費の積立金で２，１２０万２千円、漁港建設費の普通建設事業費等で1億

２，１５８万８千円のそれぞれ減となったことで合計も減となっています。 

 商工費が、９億４，４３５万５千円で、５億４，１９１万１千円の増であります。

その主な要因は、商工振興費の普通建設事業費で３億９，９４５万８千円、公園管
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理費の普通建設事業費等で６，１７０万６千円、温泉施設管理費の物件費で３，３

６８万２千円のそれぞれ増であります。 

 土木費が、９億９，４７７万５千円で、１１億３，７３９万３千円の減でありま

す。その主な要因は、定住対策推進費の普通建設事業費で４，０９８万２千円、道

路橋梁新設改良費の物件費で３，２８６万１千円の増となっておりますが、道路

橋梁新設改良費の普通建設事業費で１１億７，１２６万６千円の減となったこと

で合計も減となっております。 

 消防費が、３億５，０３４万１千円で、１，２５２万７千円の減であります。 

 教育費が、１２億１，２９５万７千円で、３億２，７４１万８千円の増でありま

す。その主な要因は、学校統合整備費の物件費で１，３６７万５千円、普通建設事

業費で３億２，８２６万２千円のそれぞれ増であります。 

 公債費が、６億９，２２１万２千円で、５，５７１万６千円の減、諸支出金が、

４０９万８千円で、７万８千円の減であります。 

 予備費が、前年度と同額の１，０００万円であります。 

次に、歳入について、ご説明申し上げます。 

 歳入の主なものは、町税が１３億１，２８０万４千円で、前年度の当初予算と比

較いたしまして３，２４３万４千円の減、譲与税、交付金等が３億４，４３１万２

千円で、７２３万９千円の増、地方交付税が３５億７千万円で、５千万円の増、使

用料及び手数料が５，５９５万２千円で、７０万２千円の減、国庫支出金が５億

７，２５６万４千円で、５億７，８２７万７千円の減、県支出金が１０億５，８７

９万９千円で、３，２３６万９千円の増、財産収入が１億２，０８８万９千円で、

７，２７７万７千円の増、寄附金が４，０００万円で、１５００万円の増。繰入金

が５億３０９万円で、２億９，７７８万５千円の増、繰越金が１億円で、昨年度同

額、諸収入が３億９，７５８万円で、９，１８７万６千円の増、町債が６億７，５

２０万円で、１億６，２７０万円の減であります。 

 次に、議案第１７号 令和３年度南越前町国民健康保険特別会計予算から議案

第２７号 令和３年度南越前町水道事業会計予算までの１１の特別会計、企業会

計の当初予算についてでありますが、これらの予算総額を４２億６，５７９万１

千円といたそうとするものです。前年度の当初予算と比較いたしますと、２２２

万３千円の減で、率にして０．０５％の減であります。 

 それでは、議案第１７号 令和３年度南越前町国民健康保険特別会計予算であ

りますが、予算総額は、１１億３８８万円で、前年度の当初予算と比較いたしまし

て、１，０７０万５千円の減で、率にして０．９６％の減であります。 

 歳出の増減の主な要因は、一般被保険者高額療養費で６２１万円の増、国民健

康保険事業費納付金医療給付費分で２，５６９万９千円の減、同じく後期高齢者
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支援金等分で２７６万５千円の減、直営診療所特別会計繰出金で１，１６８万１

千円の増等であります。 

 歳入の主なものは、国民健康保険税が１億８，３５９万９千円で、１，１８５万

５千円の減、県支出金が８億５，１９６万２千円で、１，７２７万４千円の増、  

繰入金が６，６６６万８千円で、１，４１６万円の減等であります。 

 次に、議案第１８号 令和３年度南越前町国民健康保険今庄診療所特別会計予

算でありますが、予算総額は、２億７，８４３万２千円で、前年度の当初予算と比

較いたしまして、１，３４６万１千円の増で、率にして５．０８％の増であります。 

 歳出の増減の主な要因は、医業費医療用機械器具費で１，５６７万円の増、同じ

く医薬品衛生材料費で２８０万円の減等であります。 

 歳入の主なものは、入院収入が５，００９万４千円で、９４６万２千円の減、外

来収入が６，９８４万円で、１，３２８万４千円の減、一般会計繰入金が１億４０

３万１千円で、１，３６２万８千円の増、国民健康保険特別会計繰入金が１，３２

０万円で、１，１６８万１千円の増等であります。 

 次に、議案第１９号 令和３年度南越前町河野診療所特別会計予算であります

が、予算総額は、９，３３１万２千円で、前年度の当初予算と比較いたしまして、 

１２８万７千円の増、率にして１．４０％の増であります。 

 歳出の増減の主な要因は、医業費医療用機器材料費で、４００万９千円の増、同

じく医療用衛生材料費で、２２４万４千円の減等であります。 

 歳入の主なものは、外来収入が４，５２０万８千円で、１７５万４千円の減、医

業費県補助金が５２８万円で、１９８万円の増、一般会計繰入金が３，３７０万円

で、４３３万３千円の増、医療施設等整備事業債が５２０万円で、皆増等でありま

す。 

 次に、議案第２０号 令和３年度南越前町個別排水処理施設特別会計予算であ

りますが、予算総額は、１，４６４万６千円で、前年度の当初予算と比較いたしま

して、３８万２千円の増、率にして２．６８％の増であります。 

 歳出の増減の主な要因は、事業費個別排水処理施設管理費で、３８万３千円の

増等であります。 

歳入の主なものは、一般会計繰入金が７０２万３千円で、４２万７千円の増等

であります。 

 次に、議案第２１号 令和３年度南越前町農業者労働災害共済特別会計予算で

ありますが、予算総額は、１８５万８千円で、前年度の当初予算と比較いたしまし

て、２０万７千円の減、率にして、１０．０２％の減であります。 

 歳出の主なものは、一般管理費で、１９万円の減、災害共済金が、１４２万円で

昨年度と同額等であります。 
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 歳入の主なものは、農業者労働災害共済基金繰入金が６８万５千円で、１５万

９千円の減等であります。 

 次に、議案第２２号 令和３年度南越前町後期高齢者医療特別会計予算であり

ますが、予算総額は、１億５，９１３万１千円で、前年度の当初予算と比較いたし

まして、１，１９１万６千円の増、率にして、８．０９％の増であります。 

 歳出の増減の主な要因は、後期高齢者医療広域連合納付金で、１，１９３万１千

円の増であります。 

 歳入の主なものは、特別徴収保険料が９，７５８万６千円で、７３９万８千円の

増、普通徴収保険料が２，９１５万４千円で、３７１万２千円の増、一般会計繰入

金が３，１８６万８千円で、８０万６千円の増等であります。 

 次に、議案第２３号 令和３年度南越前町農業集落排水特別会計予算でありま

すが、予算総額は、２億８，９６６万１千円で前年度の当初予算と比較いたしまし

て、１，８６４万３千円の減、率にして、６．０５％の減であります。 

 歳出の増減の主な要因は、事業費農業集落排水管理費で、１，４９２万５千円の

減、公債費で、３７１万８千円の減等であります。 

 歳入の主なものは、農業集落排水使用料が１億３８５万５千円で、１７２万８

千円の減、一般会計繰入金が１億８，４３９万２千円で、２８６万２千円の減、国

庫補助金がゼロで１，４００万円の減等であります。 

 次に、議案第２４号 令和３年度南越前町老人保健施設特別会計予算でありま

すが、予算総額は、１億８，４７９万９千円で前年度の当初予算と比較いたしまし

て、４７５万６千円の増、率にして、２．６４％の増であります。 

 歳出の増減の主な要因は、総務費一般管理費で、４４０万４千円の増等であり

ます。 

 歳入の主なものは、居宅介護サービス費収入が２，３７７万３千円で、３４４万

１千円の増、施設介護サービス費収入が８，１５６万９千円で、５０万４千円の

増、一般会計繰入金が４，５０６万５千円で、７７万１千円の増等であります。 

 次に、議案第２５号 令和３年度南越前町介護保険特別会計予算でありますが、

保険事業勘定の予算総額は、１４億４，９４９万５千円で前年度の当初予算と比

較いたしまして、１，６５３万８千円の増、率にして１．１５％の増であります。 

 歳出の増減の主な要因は、計画策定委員会費で３５５万１千円の減、居宅介護

サービス給付費で１，０７３万８千円の減、地域密着型介護サービス給付費で２，

２０３万５千円の増、居宅介護サービス計画給付費で１１７万５千円の減、介護

予防サービス給付費で１１５万１千円の増、地域密着型介護予防サービス給付費

で２４１万３千円の増、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費で４８８万

７千円の増等であります。 
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 歳入の主なものは、第１号被保険者保険料が２億８，７７０万６千円で、４７７

万２千円の減、介護給付費国庫負担金が２億３，２７６万５千円で、２７１万円の

増、調整交付金が８，８７５万９千円で、２，１６１万４千円の増、支払基金交付

金介護給付費交付金が３億５，６６３万９千円で、３６６万１千円の増、介護給付

費県負担金が１億９，６５１万７千円で、１６９万８千円の増、介護給付費繰入金

が１億６，５１０万９千円で、１６９万７千円の増、その他一般会計繰入金が５，

５２８万９千円で、６１８万４千円の減、介護保険金繰入金が３３８万２千円で、

１，０７２万９千円の減等であります。 

 また、介護サービス事業勘定の予算総額は、１，０４３万２千円で前年度の当初

予算と比較いたしまして、１２万７千円の増で、率にして１．２３％の増でありま

す。 

 歳出の増減の主な要因は、総務費一般管理費で、１５万２千円の減、居宅介護予

防支援事業費で、２７万９千円の増等であります。 

 歳入の主なものは、居宅介護予防サービス計画費収入が１５４万７千円で４万

３千円の減、一般会計繰入金が８８８万４千円で１７万円の増であります。 

 次に、議案第２６号 令和３年度南越前町下水道特別会計予算でありますが、

予算総額は、１億８，１５７万９千円で前年度の当初予算と比較いたしまして、

３，５５７万８千円の減、率にして１６．３８％の減であります。 

 歳出の増減の主な要因は、下水道管理費で、３８２万２千円の減、公債費で、３，

１７５万６千円の減であります。 

 歳入の主なものは、下水道使用料が８，７８２万１千円で、２００万２千円の

減、下水道費国庫補助金が１０４万５千円で、８１万円の減、一般会計繰入金が

９，１８０万８千円で、３，２７４万２千円の減等であります。 

 次に、議案第２７号 令和３年度南越前町水道事業会計予算でありますが、収

益的収支の予算総額は、３億６，１４５万９千円で前年度の当初予算と比較いた

しまして、８９８万３千円の減で、率にして２．４２％の減であります。 

 支出の増減の主な要因は、原水及び浄水費で、３５６万６千円の増、配水及び給

水費で、２２３万８千円の減、減価償却費で、７２２万５千円の減、支払利息及び

企業債取扱諸費で、２５８万円の減等であります。 

 収入の主なものは、給水収益が２億１，１２２万２千円で、１７２万円の減、一

般会計補助金が７，２０９万８千円で、２５３万１千円の減、長期前受戻入益が

７，４２６万円で、４７４万３千円の減等であります。 

資本的支出は、建設改良費が４，９０７万２千円で、２，５２０万２千円の増、 

企業債償還金が８，８０３万５千円で、１７７万６千円の減であります。 

 資本的収入は、一般会計繰入金が４，９０７万２千円で、２，５２０万２千円の
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増であります。 

 以上、令和３年度当初予算に関する１２議案の概要についてご説明申し上げま

した。 

 続きまして、議案第２８号 南越前町附属機関設置条例及び南越前町特別職の

職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、ご説

明申し上げます。 

 これは、町が設置する附属機関について整理するとともに、所要の改正を行い

たいので、今回提案いたすものであります。 

 次に、議案第２９号 南越前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例の一部改正について、ご説明を申し上げます。 

 これは、会計年度任用職員制度の適正な運用を図るため、新たな職種を追加し

たいので、今回提案いたすものであります。 

 次に、議案第３０号 南越前町国民健康保険税条例の一部改正について、ご説

明を申し上げます。 

 これは、国民健康保険事業の健全な運営を図るため、当該税率等を改正したい

ので、今回提案いたすものであります。 

 次に、議案第３１号 南越前町母子家庭等医療費の助成に関する条例等の一部

改正について、ご説明申し上げます。 

 これは、医療機関等における保険証等のオンライン資格確認の開始に伴い、本

町の各医療費の助成における手続きを変更するとともに、福井県ひとり親家庭等

医療費助成事業実施要綱及び福井県重度障がい者（児）医療無料化対策事業実施

要綱の一部改正に伴い所要の改正を行いたいので、今回提案いたすものでありま

す。 

 次に、議案第３２号 南越前町児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正

について、ご説明申し上げます。 

 これは、南条児童館の移転に伴い、南越前町児童館の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する必要があるので、今回提案いたすものであります。 

 次に、議案第３３号 南越前町介護保険条例の一部改正について、ご説明申し

上げます。 

 これは、介護保険法第１２９条第３項の規定によりまして、令和３年度から令

和５年度までの介護保険料率を定めたいので、今回提案いたすものであります。 

 次に、議案第３４号 南越前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例等の一部改正について、ご説明申し上げます。 

 これは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一

部を改正する省令の公布等に伴い、これに関係する条例の一部を改正する必要が
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あるので、今回提案いたすものであります。 

 次に、議案第３５号 公の施設の指定管理者の指定について、ご説明申し上げ

ます。 

 これは、地方自治法第２４４条の２第６項の規定によりまして、指定管理者の

指定をするときは、議会の議決を要しますので、今回提案いたすものであります。 

 公の施設の名称は、西大道農村公園及び上牧谷農村公園で、指定管理者となる

団体の名称は、西大道農村公園が、西大道区 区長 小川浩一で、上牧谷農村公園

が、上牧谷区  区長 川嵜和彦で、指定の期間はいずれも令和３年４月１日か

ら令和８年３月３１日といたすものであります。 

 次に、議案第３６号 町道路線の認定について、ご説明申し上げます。 

 これは、道路法第８条第２項の規定により、今回提案いたすものであります。 

 認定する路線は、北府団地線で、起点及び終点とも南越前町湯尾２７字赤土２

９番１であります。 

 次に、議案第３７号から議案第４０号までの、工事請負変更契約の締結につい

て、ご説明申し上げます。 

 これは、この契約が予定価格５，０００万円以上の工事の請負のため、南越前町

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

より、今回提案いたすものであります。 

 最初に、議案第３７号では、令和元年度上平吹橋橋梁上部工事で、契約額を４億

８，２７９万円から５億１，０４０万２千円に変更いたそうとするものでありま

す。 

 次に、議案第３８号では、南条ＳＡ周辺地域振興施設新築工事で、契約額を１１

億８，１０７万円から１２億９０６万５千円に変更いたそうとするものでありま

す。 

 次に、議案第３９号では、糠漁港離岸堤機能増進工事（その２）で、契約額を８，

９８７万円から９，５００万円に変更いたそうとするものであります。 

 最後に、議案第４０号では、南条ＳＡ周辺地域振興施設公園改修工事で、契約額

を１億６，１１５万円から１億６，６１１万１千円に変更いたそうとするもので

あります。 

 以上、３月定例議会に提案いたしました３６の議案の概要につきまして、ご説

明申し上げました。 

 ご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

〔 町長（岩倉光弘君）降壇〕 
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○議長（秋田重敏君）これにて提案理由の説明を終わります。次に、日程第４０ 

報告第１号及び日程第４１ 報告第２号までの専決処分事項の報告については、 

お手許に配付してありますのでご覧願います。 

                             

閉   議 

 

○議長（秋田重敏君）以上で、本日の本会議の日程は終了いたしました。 

本日は、これにて散会いたします。 

〔散会  午前１１時３５分〕 
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 議案第５号  専決処分の承認を求めることについて 
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 議案第36号  町道路線の認定について 

 

 議案第37号  工事請負変更契約の締結について 
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開    議 

〔開議  午後 １時４０分〕 

 

○議長（秋田重敏君） 会議を再開いたします。本日の出席議員数は１４名です。

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。本日の議事日程

は、お手元に配付のとおりです。 

                            

質  疑 

 

○議長（秋田重敏君）日程第１ 議案第５号 専決処分の承認を求めることにつ

いて(令和２年度 南越前町一般会計補正予算（第９号)）を議題といたします。 

これより議案第５号に対する質疑をおこないます。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

                           

討  論 ・ 採  決 

 

○議長（秋田重敏君）これより、討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）討論なしと認めます。これで、討論を終わります。 

これより、採決を行います。議案第５号 専決処分の承認を求めることについ

ては、原案のとおり決するに賛成の方は、ご起立願います。 

〔全員起立〕 

 

○議長（秋田重敏君）起立全員です。よって、議案第５号は、原案のとおり可決さ

れました。 

                            

質  疑 

 

○議長（秋田重敏君）次に、日程第２ 議案第６号 令和２年度南越前町一般会計

補正予算（第１０号）を議題といたします。これより議案第６号に対する質疑をお
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こないます。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

 

                           

討  論 ・ 採  決 

 

○議長（秋田重敏君）これより、討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）討論なしと認めます。これで、討論を終わります。 

これより、採決を行います。議案第６号 令和２年度南越前町一般会計補正予

算（第１０号）は、原案のとおり決するに賛成の方は、ご起立願います。 

〔全員起立〕 

 

○議長（秋田重敏君）起立全員です。よって、議案第６号は、原案のとおり可決さ

れました。 

                            

質  疑 

 

○議長（秋田重敏君）次に、日程第３ 議案第７号 令和２年度南越前町国民健康

保険特別会計補正予算（第２号）から、日程第１１ 議案第１５号 令和２年度南

越前町水道事業会計補正予算（第４号）までの９議案を、一括して議題といたしま

す。 

これより、議案第７号から議案第１５号までの９議案に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

 

                           

討  論 ・ 採  決 
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○議長（秋田重敏君）これより、討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）討論なしと認めます。これで、討論を終わります。 

これより、採決を行います。議案第７号から議案第１５号までの９議案につい

て、原案のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。 

〔全員起立〕 

 

○議長（秋田重敏君）起立全員です。よって、議案第７号から議案第１５号までの 

９議案は、原案のとおり可決されました。 

                            

質  疑 

 

○議長（秋田重敏君）次に、日程第１２ 議案第２８号 南越前町附属機関設置条

例及び南越前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正についてから日程第２４ 議案第４０号 工事請負変更契約の締結につ

いてまでの１３議案を一括して議題といたします。 

これより、議案第２８号から議案第４０号までの１３議案に対する質疑を行な

います。質疑ありませんか。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

 

○１０番（生駒一義君） ちょっとお尋ねします。議案第３６号 町道の認定です

が、これメーター数は１ｍか１ｋｍか、どうなっていますか。また、町道として認

定するからには、町が管理して町道としてやっていくということか。メーター数

が全然書いていないので、その辺お答え願いたい。 

 

○議長（秋田重敏君）中村建設整備課長。 

 

○建設整備課長（中村勝典君）ただ今のご質問の町道を認定する部分のメーター

でございますが、７６ｍでございます。この道路につきましては、北府団地線を整

備した際に、町が整備した分譲地のちょうど中を走っている町道でございまして、

ここを町道として認定しまして除雪等も管理していく予定でございます。以上で

す。 
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○議長（秋田重敏君）これで、質疑を終わります。 

                            

議案の常任委員会付託 

  

○議長（秋田重敏君）次に、日程第２５ 議案の常任委員会付託を議題といたしま

す。暫時休憩します。 

                                  

休   憩 

〔休憩 午後 １時４７分〕 

〔再開 午後 １時４９分〕 

                           

再   開 

 

○議長（秋田重敏君）会議を再開します。次に、日程第２５ 議案の常任委員会付

託を議題といたします。お諮りいたします。 

日程第１２ 議案第２８号 南越前町附属機関設置条例及び南越前町特別職の

職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてから日

程第２４ 議案第４０号 工事請負変更契約の締結についてまでの１３議案につ

きましては、配付の付託表のとおり各常任委員会にそれぞれ審査を付託したいと

思います。これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）異議なしと認めます。よって、議案第２８号から議案第４０

号までの１３議案につきましては、各常任委員会にそれぞれ付託して審査を行う

ことに決定しました。 

                            

質  疑 

 

○議長（秋田重敏君）次に、日程第２６ 議案第１６号 令和３年度南越前町一般

会計予算から日程第３７ 議案第２７号 令和３年度 南越前町水道事業会計予

算までの１２議案を、一括して議題といたします。 

これより、質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 
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○議長（秋田重敏君）質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

                               

令和３年度当初予算特別委員会の設置 

 

○議長（秋田重敏君）次に、日程第３８ 令和３年度 当初予算特別委員会の設置

を議題といたします。お諮りいたします。当初予算審査のため、南越前町議会委員

会条例第５条第１項の規定により、「令和３年度 当初予算特別委員会」を設置す

ることにしたいと思います。ご異議ございませんか。 

(「異議なし」と叫ぶ声あり) 

 

○議長（秋田重敏君）よって、「令和３年度 当初予算特別委員会」を設置すること

に決定いたしました。ただ今設置されました令和３年度当初予算特別委員会の委

員の選任については、南越前町議会委員会条例第７条第２項の規定により、議長

において、議員全員を指名したいと思います。これに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）異議なしと認めます。よって、令和３年度当初予算特別委員

会の委員は、お手元に配付の名簿のとおり、議員全員を選任することに決定いた

しました。 

                                

議案の令和３年度当初予算特別委員会付託 

 

○議長（秋田重敏君）次に、日程第３９ 議案の令和３年度当初予算特別委員会付

託を議題といたします。日程第２６ 議案第１６号 令和３年度南越前町一般会

計予算から日程第３７ 議案第２７号 令和３年度南越前町水道事業会計予算 

までの１２議案につきましては、お手元に配付の付託表のとおり令和３年度当初

予算特別委員会に審査を付託したいと思います。これに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）異議なしと認めます。よって、議案第１６号から議案第２７

号までの１２議案につきましては、令和３年度当初予算特別委員会に付託して、

審査を行うことに決定をいたしました。 

 暫時休憩します。 
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休   憩 

〔休憩 午後 １時５４分〕 

〔再開 午後 １時５５分〕 

                           

再    開 

 

○議長（秋田重敏君）会議を再開します。先ほど設置されました令和３年度当初予

算特別委員会の委員長及び副委員長は、南越前町議会委員会条例第８条第２項の

規定により、委員会において互選されましたので、報告いたします。 

委員長に１２番 平谷 弘子君、副委員長に５番 熊谷 良彦君であります。 

以上のとおり報告します。 

 

                             

閉     議 

 

○議長（秋田重敏君）以上で、本日の本会議の日程は終了いたしました。 

本日は、これにて散会いたします。 

〔散会  午後 １時５６分〕 
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開    議 

〔開議  午前１０時００分〕 

 

○議長（秋田重敏君）会議を再開いたします。ただいまの出席議員数は１４名で

す。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。本日の議事日

程は、お手元に配付のとおりです。これより日程に入ります。 

 

                            

代  表  質  問 

 

○議長（秋田重敏君）日程第１ 代表質問を行います。 

今期定例会で、２期目に向けた岩倉町長の所信表明を受けて議会として代表質

問を行うことといたしました。私たち議員全員で選任した議員を議会代表として、

一般質問以外の事案で質問することにいたしましたので、理事者各位のご理解と

ご協力をお願い申し上げます。 

それでは、代表質問をおこないます。７番 平泉初男君から発言を求められて

おりますので、これを許します。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）平泉 初男 君。 

〔７番（平泉 初男君）登壇〕 

 

○７番（平泉初男君）それでは早速、代表質問いたします。 

 先般の任期満了に伴う町長選挙におきまして岩倉町長が２期目の当選をされ、

今定例会において、「元気で誰もが住みたくなるまち」を目指し６つのまちづくり

事業に取り組んでいかれることを所信表明されたところであります。 

 そこで、６つのまちづくり事業より何点か、町長のお考えをお伺いいたしたい

と存じます。 

 まず初めに、「町民に優しいまちづくり」からであります。 

 高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、住

まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される地域包括的ケアシステム

の深化を目指す中で、地域ふれあいサロンを中心とした施策を挙げられておりま

すが、地域ふれあいサロンの充実化や高齢者に対するインフルエンザ予防接種の
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無償化など、高齢者に対する優しい施策の拡充を図っていくべきではないかと思

いますが、いかがお考えですか。 

 次に、「安全安心して暮らせるまちづくり」からであります。 

 このたび、国土強靱化計画を策定するとのことでありますが、計画策定に当た

り、先般の北陸自動車道の予告的通行止めに伴う国道８号線の停滞により、河野

地区において帰宅困難となった事例もありましたので、国道３６５号の栃ノ木峠

改良事業の早期推進など、地域間を結ぶ幹線道路の改良促進や高波対策、急傾斜

地などの災害防止対策などに対し、国、県、関係機関への強い働きかけが必要では

ないかと存じますが、いかがお考えですか。 

 また、各集落における危険家屋、廃屋の把握、撤去に対する施策の強化を早期に

図るべきではないでしょうか。 

 次に、「効率的な行財政運営によるまちづくり」からであります。 

 働き方改革の推進と新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、テレワーク

システムの活用を挙げておられますが、町民に対する行政サービスの低下や住民

対応の停滞、情報の漏えいなどのセキュリティの問題は生じないのか。また、対象

職員はどのような職員となるのか。どのようなときにどのような体制を取られる

のか。 

 以上について、岩倉町長にお聞きいたしたいと存じます。 

 

○議長（秋田重敏君）岩倉町長。 

〔町長（岩倉光弘君）登壇〕 

 

○町長（岩倉光弘君）平泉議員の代表質問にお答えをいたします。 

 １点目の「町民に優しいまちづくり」の高齢者施策の拡充についてであります

けれども、町では、サロンの協力員を中心とした地域づくりの担い手の方々のご

協力をいただきながら、地域ふれあいサロンを通じた介護予防や支え合い活動の

充実に力を入れております。 

 令和２年度からは、介護予防サポーター加算を新設いたしまして、半数以上の

地区でのサポーターの活躍に至っております。今後も、サロンへの参加者の増加

と担い手の育成、サロン協力員の運営支援に一層力を入れていきたいと考えてお

ります。また、令和３年度には、コロナ禍でも気軽にラジオ体操等の運動に取り組

めるよう、携帯型ＣＤラジカセ等の配付、理学療法士によります転倒予防の講座

や様々な無料講師派遣等を行いましてサロン内容の充実を図っていく予定であり

ます。 

 このほかの新規事業として、認知症の方や介護者が気軽に集える認知症カフェ
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の設置を推進いたしまして、本人や介護者支援の充実に努め、認知症に優しいま

ちづくりを目指していきます。 

 また、高齢者のインフルエンザ予防接種につきましては、希望する方が受ける

もので、公平性の観点からも、費用の一部をある程度負担をしていただくことは

今後とも慎重に考える必要があると思っております。 

 次に、「安全安心して暮らせるまちづくり」の件でありますけれども、福井県内

では、１月７日からの大雪によりまして、北陸自動車道や国道などの幹線道路が

車両のスタックによりまして大渋滞が発生をいたしました。１１日に解消するま

で約１，５００台が立ち往生いたしました。 

 この大雪を受けまして、１月２９日には、ＮＥＸＣＯ中日本が北陸自動車道路

の予防的通行止めを実施したことによりまして、国道３６５号は鯖波の跨線橋か

ら南越前町の役場まで渋滞をし、国道８号は敦賀から越前市の白崎町まで大渋滞

となりました。特に具谷、大良、大谷区をはじめ多くの町民が通勤・帰宅困難者と

なりました。これらの幹線道路が通行不能となった場合の代替道路として、冬期

間通行止めとなっている国道３６５号の栃ノ木峠の道路改良が急務でありまして、

今後とも国、県や関係機関に対しまして早期完成に向けて強く要望していきたい

と思っております。 

 また、海岸線の国道３０５号やしおかぜラインでは、高波によりまして通行止

めや片側通行が度々発生をしておりまして、今後とも継続して高波対策が必要で

あることに加えまして、急傾斜地の崩壊を防ぐ対策事業につきましても、福井県

知事に対しまして引き続き強く要望していきたいと思っております。 

 続いて、危険空き家に対する対策についてお答えをいたします。 

 平成２８年度に町が実施をいたしました空き家の実態調査では、町内で４２９

戸の空き家が確認されました。このことを受けまして、平成３０年から、このまま

放置しておくと集落の保安上、また景観上及び衛生上影響を及ぼす可能性のある

空き家の詳細な調査を実施いたしまして、３年間で４０件の特定空家を認定させ

ていただきました。特定空家の所有者及び相続人の方には、町から助言、指導、勧

告を段階的に行いまして、現在、４０件の特定空家のうち１０件が解体済みとな

っております。また、令和２年度から特定空家を解体撤去するための補助制度を

最大５０万円から１００万円に拡充をいたしまして、危険空き家対策の強化を図

っているところであります。 

 次に、３点目の「効率的な行財政運営によるまちづくり」に関します職員のテレ

ワークの件でありますけれども、職員の働き方改革及び新型コロナウイルス感染

拡大防止を目的に、職員の在宅勤務を可能とするテレワークシステムを令和３年

４月から運用することとしております。 
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 ちょうど１年前になりますけれども、全国的に緊急事態宣言が発令された折、

本町においても住民サービスの確保のために、今庄の住民センターのホールを活

用した今庄サテライトオフィスを開設いたしまして副町長以下３０名の職員が勤

務をし、職員間での感染事故発生時においても業務を継続できる体制を取った経

緯があります。このときは、業務用端末をサテライトオフィスに運び込みまして

ＬＡＮケーブルや電気系統の仮設工事を行うなど、テレワークによらない体制整

備により業務の継続を図ったところであります。 

 民間企業、とりわけＩＴ企業を中心にテレワークは広がっております。また、国

においても省庁ごとに実態に即したテレワーク導入が進められております。 

 一方、地方公共団体におけるテレワーク導入の状況は、令和２年１０月時点で

は、都道府県１００％に対し、全国ベースで市区町村では１９.９％と低調であり

ます。このことから総務省は、地方公共団体がＬＧＷＡＮ接続系のテレワークセ

キュリティ要件の緩和やシステム整備に係る費用負担など、テレワーク導入の支

援に力を入れることとなっております。 

 今般、本町が導入するテレワークシステムは、事務職員及び保健師の総数の３

分の１に当たる４２名を各所属から選抜をし、１年を通じ、貸与端末による在宅

勤務を可能とするものであります。 

 実施職員宅におけるインターネットの環境により、閉域網と呼ばれる専用回線

からＬＧＷＡＮ接続系を利用いたしまして、庁舎の自席にある業務用端末を遠隔

で操作をすることによりまして通常のデスクワークが可能となるほか、自宅端末

での出力やデータの抜取り、そしてまた保存ができない、そういう仕組みとなっ

ております。以上のセキュリティ対策は、福井県のシステムと同等のセキュリテ

ィ対策となっております。 

 在宅勤務の実施職員の４２名につきましては、各所属に在籍数職員数の割合に

より配分をし選抜してもらう、そういう形になっております。選抜の際は優先的

に、呼吸器疾患などの基礎疾患がある職員、妊娠中の職員、基礎疾患がある高齢者

と同居している職員や、中学校就学前の子を養育する職員を優先することといた

します。 

 最後に、テレワーク体制についてですが、基本となる実施頻度として最低２週

間に１回の在宅勤務を義務づけいたしております。これは、感染状況が比較的安

定している中にあって、テレワークシステムの操作技術の保持及び働き方改革の

観点より定めたものでありますので、感染拡大状況によりまして実施頻度は変化

するということになります。 

 導入するテレワークシステムの活用により、コロナ禍においても安定、継続し

た住民サービスの提供に万全を期していきたいと考えております。 
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 以上です。 

 

○議長（秋田重敏君）これにて代表質問を終わります。 

 

                            

一  般  質  問 

 

○議長（秋田重敏君）次に、日程第２ 一般質問を行います。 

 一般質問は、一問一答方式または一括質問一括答弁方式の選択制にしておりま

す。また、質問時間は、答弁を含めて１議員４５分以内となっておりますので、理

事者、議員各位のご協力よろしくお願いをいたします。 

 一般質問は、山本徹郎君、大浦和博君、熊谷良彦君、加藤伊平君、井上利治君、

山本 優君の６名から通告がありましたので、お手元に配付の一般質問表のとお

り、順次発言を許します。 

 初めに、 

 １．南越前町自主防災組織について 

 ５番 熊谷良彦君。 

〔５番（熊谷良彦君）登壇〕 

 

○５番（熊谷良彦君）それでは、議長のお許しをいただきましたので、今３月定例

会では自主防災組織について質問いたします。 

 先般、私は、福井県の地域防災リーダースキルアップ研修を受講してまいりま

した。この研修会で強調されましたのは、県内の気象現象が激化している中、地元

ならではの地域リスクを事前に把握していくことの重要性と、住民の命を守るに

は地域の防災力の向上が不可欠であるということでした。 

 この地域の防災力の向上を図るには、各集落における自主防災組織の編成が必

要だと考えます。 

 地域防災活動においては、青少年から高齢者まで幅広い年代の地域住民が日頃

から防災意識を持ち、防災に関する知識、技術、ノウハウなどを習得すること、ま

た、その資質を高め地域で連携、協力し、それぞれに応じた役割と責任を果たして

いくことが重要です。そのためには、日頃から災害を想定し、現状に見合った訓練

を行うことが大切になってきます。地震、洪水、土砂災害といった災害別に、情報

伝達の方法、避難方法、救助の仕方や介護の方法などを実際に訓練し習得してお

くことで、有事の際にスムーズに行動することが可能となるからです。集落にお

いてそういった役割を果たす組織こそ、自主防災組織であります。 



 

 - 44 - 

 そこで、１つ目の質問です。既に町内において数集落で自主防災組織が立ち上

がっているとお聞きしておりますが、その進捗についてお伺いいたします。 

 

○議長（秋田重敏君）岩倉町長。 

〔町長（岩倉光弘君）登壇〕 

 

○町長（岩倉光弘君）ただいまの熊谷議員の一般質問、南越前町の自主防災組織に

つきましてお答えをいたします。 

 この自主防災組織の立ち上げの進捗状況についてですが、自主防災組織は、集

落等の単位で、いざというときの災害に対しまして、互いに助け合う共助の精神

に基づき自主的に結成される組織のことで、現在、南越前町内の１０集落におき

まして自主防災組織が結成されております。内訳は、南条地区が５集落、今庄地区

が５集落であります。結成促進につきましては、役場から担当者が出向きまして

集落で説明会を開催し、自主防災組織の必要性、そしてまた具体的な取組につい

て住民の皆様へ浸透を図っているところでありますけれども、思うように増えな

いのが現状であります。 

 町といたしましては、第２次総合計画の後期計画の中で、改めて令和６年度ま

でに２０集落の組織設立を目指して取り組んでいきたいと考えているところであ

ります。幸い町内には６１隊の自警消防隊がありますので、こうした組織を中心

とした自主防災組織の設立を促進してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

○議長（秋田重敏君）熊谷良彦君。 

 

○５番（熊谷良彦君）それでは、２つ目の質問です。 

 自主防災組織が実際に活動していく上で、防災に関する知識やノウハウを蓄積

していくことが重要となってきます。また、知識や訓練の平準化とレベルアップ

を図る必要があります。そのために、自主防災組織やまだ自主防災組織を立ち上

げていない集落においてもリーダー的な存在、つまり防災士が必要であると考え

ます。 

 防災士の役割は、平常時では、家庭における防災・減災対策、地域における防災

意識の啓発活動、訓練や研修の実施、そして災害時には、消防や警察などの公的支

援が到着するまでの救出・救助活動、避難誘導、さらには避難所の運営など多岐に

わたります。 

 また、一旦災害が発生した場合、集落によってその対応に格差があるのは望ま
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しくありません。集落間の格差をなくすためにも、各集落において地域防災活動

を中心的に担っていく防災士の養成は、大変有効であると思います。 

 福井県では防災士の登録が３，５００人を超えようとしています。町はこの防

災士の養成をどのように図ろうとしているか、お伺いいたします。 

 

○議長（秋田重敏君）北野総務課長。 

 

○総務課長（北野 徹君）２点目の各集落における防災士の養成について、お答え

をいたします。 

 防災に関する一定の知識と技能を習得した方を日本防災士機構が認定する防災

士の方が、現在、町内に５２名いらっしゃいます。このうちの７割に当たる３７名

の方が南越前町防災士の会に所属して、仕事を持ちながら防災、減災に係る普及

啓蒙活動や自らのスキルアップを目指して活動をされております。 

 熊谷議員ご指摘のとおり、今後は、既存の自主防災組織においても、あるいはこ

れから組織を立ち上げようとする集落においても、この防災士の存在が必要であ

ると考えられます。しかしながら、この防災士がまだ各地区、各集落に十分な数が

いらっしゃらないことから、一定数確保することが必要であると考えられます。 

 そこで、防災士の資格取得をより一層促進するために、県が主催する防災士養

成講習会を町内へ誘致する取組や、受講費の一部を補助することによって、防災

士が核となって自主防災組織の立ち上げと運営に関わっていく仕組みを構築して

いく必要があると考えております。 

 今後とも、自助、共助、公助が互いに機能する災害に強い安全・安心なまちづく

りを目指して、自主防災組織の結成と育成、さらには防災士の養成に向けて取り

組んでまいりたいと考えております。ご理解、ご協力をよろしくお願いしたいと

思います。 

 以上で熊谷議員の答弁に代えさせていただきます。 

 

○議長（秋田重敏君）熊谷良彦君。 

 

○５番（熊谷良彦君）あの東北大震災から１０年がたちましたが、先月も福島県沖

で震度６強という地震が発生いたしました。何と１０年前の余震ということでし

た。また、今朝も宮城県では震度４の地震が発生しております。 

 たとえコロナ禍であっても災害は待ってくれません。私が申し上げたことは、

日頃の地道な活動が必要です。町としてぜひ積極的に進めていただくことを切に

お願いしまして、質問を終わります。 
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○議長（秋田重敏君）これにて熊谷良彦君の質問を終わります。 

 次に、 

 １．町周辺の風力発電計画の対応について 

 ２．獣害対策について 

 １３番 山本 優君。 

〔１３番（山本 優君）登壇〕 

 

○１３番（山本 優君）それでは、議長のご了解をいただきましたので、私は２点

についてご質問を申し上げたいと思います。 

 第１点目は風力発電について、そして２点目は鳥獣害対策についてお聞きをい

たしたいと思います。 

 まず、１点目の風力発電に対する町の対応の基本的な考え方についてお聞きを

するわけでありますが、明日、あさってには、東日本大震災から１０年目を迎える

ことになります。このことと前後いたしまして、新聞等では、この東日本大震災か

ら以降１０年間の歩みであったり、今後の対応についてなどいろんな特集記事が

出されております。その中の一つとしては、再生可能エネルギーが急拡大をして

いるという記事も出ておりました。 

 それぞれ皆さん方も見ておられるかとは思いますが、私は、今ほど申し上げま

した風力発電のことに関しまして質問をさせていただくわけでありますが、数年

前から当町においても数社から風力発電の計画についての話は出たことがありま

す。あるいは、出て引っ込んだものもあるわけでありますが、本町の周辺には現在

３つの場所で計画が進んでおります。それに伴って、計画に対する説明会が先月

町内において行われました。そして計画に対しては、現在、環境評価のための申請

あるいは住民説明会及び資料の縦覧などが、資料の縦覧についてはこの役場の中

で行われております。住民説明会では、建設工事や運転後の音や鳥獣への影響な

ど質問や意見も多くありました。 

 一方、再生可能エネルギーに対する期待もあるわけであります。特に風力及び

太陽光発電については、既に東日本大震災以降、多くの計画が進んでいるわけで

ありますが、その中で特に町と関係の深い風力については、今申し上げましたよ

うに、町の周辺では敦賀市あるいは岐阜県の方を含めまして進められております。 

 この国の政策としての再生可能エネルギーの振興については必要性があるとい

うことは理解をしながら、我が町に建設をされるということになりますと、この

ことが町民にとってメリットあるいはデメリット双方あるものと思っております。

これが、町としては住民の生活と福祉を考えるまちとして、今の計画に対しどの
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ような考えで対応されようとされているのか、お聞かせをいただきたいと思いま

す。 

 計画を進めているのは、現在、具体的に何社あり、あるいは住民説明会におきま

す準備作業等についても併せてお聞かせをいただきたいと思います。及び、町民

に対する説明会は、町として、今の説明会については建設予定の事業者において

行われているわけでありますけれども、町としては、この住民の意見把握に対す

る予定について、もしあればお聞かせをいただきたいと思います。 

 

○議長（秋田重敏君）岩倉町長。 

〔町長（岩倉光弘君）登壇〕 

 

○町長（岩倉光弘君）ただいまの山本優議員の町周辺の風力発電計画の対応につ

いて、そしてまた町は計画に対して基本的にどういう考え方を持っているかとい

うご質問でありますけれども、風力発電を含む再生可能エネルギーの導入につい

ては、地球温暖化対策として政府が目指す脱炭素社会の実現に必要不可欠なもの

であり、町としても重要なものと認識をいたしております。しかしながら、環境や

地域住民の生活への影響といった課題もあることから、今議員おっしゃるように、

住民のことを第一に考えて進めていかなければならないと思っております。その

ため、町としましては、事業実施には地元理解が大前提という考えの下、計画段階

から住民に対し周知を行い、不安や懸念を取り除くための調査、説明を十分に行

うように事業者に対して求めているところであります。 

 現在、当町で計画されております風力発電事業につきましては、堺地区で株式

会社グリーンパワーインベストメントが計画をしております余呉南越前第一・第

二ウィンドファーム事業、そして鉢伏山周辺で中部電力株式会社と株式会社ＯＳ

ＣＦが計画をしております、仮称でありますけれども、鉢伏山風力発電事業、そし

てＪＲ東日本エネルギー開発株式会社が計画をしております、仮称でありますが、

福井藤倉山風力発電事業、この３つの事業の検討が進められております。 

 事業の内容につきましては、計画段階ということもあり、具体的な風車の規模、

数、設置場所も未確定でありまして、環境や地域住民に対する影響の程度、また、

複数の事業が稼働した場合における累積的な影響に関する具体的な情報も乏しく、

そして現時点での住民の理解状況なども考慮して、町としての方針はまだ決まっ

てないという状況にあります。 

 ３つの事業の進捗状況についてですが、先行して手続が進んでおります余呉南

越前第一・第二ウィンドファーム事業につきましては、令和元年７月に方法書手

続が完了いたしまして、環境影響に係る現地調査を経て、今年の８月頃には準備
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書の手続を開始する予定であるとのことであります。準備書手続においては、町

の環境審議会での審議内容を踏まえまして、町としての最後の意見を福井県知事

に提出することとなります。 

 鉢伏山風力発電事業と福井藤倉山風力発電事業につきましては、現在、方法書

の手続の段階でありまして、今後、町の環境審議会での審議と福井県知事に対す

る町の意見の提出を予定しております。その後、２年程度の環境影響に係る調査

を経まして準備書手続に進んでいくこととなります。 

 この準備書手続の段階では、風車の規模、そしてまた工事の方法、環境への影響

など様々な具体的な内容が示されることになります。この時期には、住民の理解

状況や意見を尊重しながら、風力発電事業に対する町の方針を決める必要がある

と考えております。 

 しかしながら、最も重要視すべき住民の理解というものをどういった形ではか

ることが適当であるかということは、大きな課題として捉えております。特に今

年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして事業者側か

ら十分な説明会が行われているとは言えず、地域住民の理解がうまく進んでいな

いばかりか、計画自体把握していない住民もいると考えております。十分な説明

がない中で、事業者として必要な許認可手続だけが進んでいく状況もあって、不

安に思う声も聞くところであります。 

 住民理解が進んでいない状況を踏まえまして、町としましては、中立的な立場

で、町内で計画されている風力発電事業の内容について住民に広く周知するとと

もに、住民の理解状況、そしてまた思いを把握するためにアンケート調査を行い

たいと考えております。このアンケートの結果によって住民の思いを尊重し、町

の環境審議会での審議内容も踏まえながら、風力発電事業に対してどのように対

応することが町として最もふさわしいのか、望ましいのかということを総合的に

判断していきたいと考えております。 

 以上です。 

 ２点目の住民説明会での意見については、担当課長から報告させていただきま

す。 

 

○議長（秋田重敏君）北野総務課長。 

 

○総務課長（北野 徹君）住民説明会での意見についてお答えいたします。 

 環境影響評価方法書の縦覧に伴いまして２月上旬に開催された住民説明会には、

町職員も出席しております。参加者からの意見等も把握しております。これら意

見につきましては、今後の方針を決めていくに当たりまして参考にしていきたい
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と考えております。 

 以上でございます。 

 

○議長（秋田重敏君）山本 優君。 

 

○１３番（山本 優君）ありがとうございます。 

 今の住民の意見につきましては、町長の答弁の中あるいは今ほど課長の方から

の説明をいただきまして、おおむね理解をしたところであります。 

 続きまして、今後のスケジュールについてお聞かせをいただきたいと思うので

すが、現在、スタートは前後しておりますけれども、発電計画を進めている３つの

事業体はそれぞれに環境影響評価書の関係、住民説明会についても、今ほど説明

がありましたように一段落をしているところでございます。 

 そんな中で、今後この計画がどのように進んでいくのか、今ほど町長の方から

住民に対するアンケートのこと等の説明があったわけでありますが、スケジュー

ルについてお聞かせをいただきたいと思います。 

 

○議長（秋田重敏君）中村建設整備課長。 

 

○建設整備課長（中村勝典君）それでは次に、環境影響評価方法書の縦覧、住民説

明会に続く今後のスケジュールについてお答えします。 

 まず、福井藤倉山風力発電事業と鉢伏山風力発電事業とにつきましては、環境

影響評価方法書が経済産業省に提出されておりまして、町では、福井藤倉山風力

発電事業は２月２５日まで、鉢伏山風力発電事業は３月１日まで、それぞれ環境

影響評価方法書の縦覧期間が終了しております。現在は、それぞれの事業者から

経済産業省や福井県に対しまして提出する、縦覧に対する意見の提出期間となっ

てございます。 

 その後、福井県知事から町に対して意見照会があり、９０日以内に福井県知事

に回答することとなります。回答に当たりましては、縦覧期間及び住民説明会に

おいて寄せられた様々なご意見に対しての事業所の見解や行政としての考え方に

加えまして、環境審議会において、様々な立場における委員の方々や専門の知識

を有する特別委員の方々よりご審議をいただき、その環境審議会からの答申を基

に福井県知事に意見することになります。福井県知事は、関係市町からの意見を

取りまとめ、経済産業大臣に意見書を提出し、それらの審査を経て、各事業所は約

２年かけて環境現況調査を実施することとなります。 

 次に、余呉南越前第一・第二ウィンドファーム事業につきましては、令和元年７
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月に方法書手続が完了し、現在、環境影響調査を実施中であります。この調査が完

了した後、準備書が福井県知事に提出され、県知事から意見照会に対し、環境審議

会での審議の上、町としての意見と取りまとめて、意見書を県知事に提出する予

定でございます。 

 以上です。 

 

○議長（秋田重敏君）山本 優君。 

 

○１３番（山本 優君）ありがとうございました。 

 現状について把握することができたところでありますけれども、資源の少ない

我が国においては、再生可能エネルギーの推進は大切なことでありますが、今ほ

ど町長の答弁の中にもありましたけれども、基本は住民の福祉に役立つものであ

るということが主眼として、これからアンケートを取る、あるいは住民の意向を

把握されるということでございますので、その方向で努力をいただきたいと思っ

ております。 

 ２番目の項目に入らせていただきます。 

 獣害対策についてでございますが、毎回、獣害の問題については一般質問とし

て取り上げられていると思うわけであります。これは現在、住民にとって獣害に

対する被害あるいは迷惑というものが非常に多いということの証だろうと思いま

す。 

 今年は久しぶりの雪が降りましたけれども、山のイノシシや猿、熊などはこの

程度の雪ではとても自然淘汰をするという状況にはありません。当町においても、

融雪と同時に我が物顔で畑や土手を崩す、あるいは住宅の屋根に上って暴れる猿

がいたり、あるいは野菜や果樹などを取るなど、被害は目に余るものがあります。

地元の皆さんから聞くところでは、玄関が開いているときはもちろん、鍵がかか

っていなければ、自分で開けて中に入って食べ物を取るということもあるという

話を聞いております。玄関を開け放って追い出しをしたという話も聞いておりま

す。 

 このような半分笑い話で言えるような状況のときはそれでいいわけであります

けれども、やはり一番心配をするのは、家の中にいる子供とか、あるいは赤ん坊、

高齢者の方に対する襲撃といいますか、襲われるということがありますと大変心

配であります。 

 現在、この獣害に対する町内での被害の現状について、我々もいろいろと聞い

ているわけでありますけれども、どの程度把握しておられるのか、まずお聞かせ

をいただきたいと思います。 
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○議長（秋田重敏君）山岸農林水産課長。 

 

○農林水産課長（山岸 健君）お答えいたします。 

 野生鳥獣による農作物被害は、営農意欲の減退ともなっており、深刻な影響を

及ぼしております。 

 本町においては、ＣＳＦ、豚熱の流行によりイノシシの出没や捕獲頭数は減少

傾向にあるものの、鹿の個体数は急増しており、水稲や大麦、ソバ等の基幹作物に

大きな被害を及ぼしております。また、近年は、群れ猿や離れ猿が住宅地に頻繁に

出没し、軒先につるしてある野菜や畑の作物が全て食べられてしまうといった事

案も発生しているところでございます。 

 本町が把握しております昨年１月から１２月までの獣害による被害でございま

すが、昨年は熊による人身被害が２件、それと先般実施いたしました各集落区長

や担い手農家等への被害調査の集計結果では、被害面積で３５.８９ヘクタール、

被害金額では１，１４８万２，０００円でございました。 

 以上でございます。 

 

○議長（秋田重敏君）山本 優君。 

 

○１３番（山本 優君）ありがとうございます。 

 今ほど被害の状況の説明をいただいたところでありますけれども、それは被害

届が出されたものの話でございますけれども、そのほかにはまだまだ、畑の野菜

が荒らされたとかというものはあるのだろうなと思います。 

 これらの獣害に対しまして、取りあえずは猿等については、大きな音を出すと

かあるいはそういうことで追い払うことはできるわけでありますけれども、根本

的な対策について今後どのように進めていこうと思われているのか、お聞かせを

いただきたいと思います。 

 

○議長（秋田重敏君）山岸農林水産課長。 

 

○農林水産課長（山岸 健君）本町におきましては、国の鳥獣被害防止総合対策交

付金を活用しました、高さ２メーターのワイヤーメッシュの設置の推進を図ると

ともに、鳥獣害対策協議会による被害防止柵への補助を実施いたしております。 

 また、猿の捕獲につきましては、専門業者による捕獲を強化するとともに、町に

おいても捕獲檻を増設し捕獲に努めているところでございます。 
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 さらに、集落内に出没する猿にとりまして集落内は絶好の餌場となっているこ

とから、家の軒先や付近には野菜を置かないこと、畑に収穫しない野菜を放置し

たり捨てたりしないこと、畑には猿対策の電気柵を設置すること、家の戸締まり

等はしっかり行うことなどを周知するとともに、協議会では農家組合長に対しま

してロケット花火や爆竹を提供しておりますので、そちらも活用いただき集落が

一丸となって追い払いに努めていただくようお願いしていくことといたします。 

 

○議長（秋田重敏君）山本 優君。 

 

○１３番（山本 優君）ありがとうございます。 

 実効性が伴うというのはなかなか大変なことではあるのですけれども。 

 もう一つ、今ほど課長の方から説明いただいた内容はこの町内でのことであり

ますけれども、猿やイノシシ、熊等は、町村の境界は関係なく活動をすることにな

ります。町村それぞれの単独の対応ではなかなか効果が上がらないというのが実

情だろうと思います。 

 そういう意味で効果を上げるためには、広域での対策が必要であります。この

広域的な対策の現状と今後の計画について、お聞かせをいただきたいと思います。 

 

○議長（秋田重敏君）山岸農林水産課長。 

 

○農林水産課長（山岸 健君）広域的な対策の現状と今後の計画についてお答え

いたします。 

 現在、丹南地域においては、管内５市町と福井県丹南農林総合事務所の農業経

営支援部、林業部、農村整備部にて構成する丹南地域有害鳥獣対策協議会という

組織がございます。活動内容としましては、ニホンジカの生息調査や捕獲新技術

の実証、獣害対策研修会の開催等であります。昨年は新型コロナウイルス感染予

防のため活動はございませんでしたが、市町をまたいで行動する野生獣対策を管

内市町が連携して推進する観点から、鹿や猿の行動調査や捕獲について市町が連

携して広域で取り組むことを今後提案していきたいと考えております。 

 

○議長（秋田重敏君）山本 優君。 

 

○１３番（山本 優君）ありがとうございました。 

 この獣害の問題については、毎回こうして取り上げられてきて、それほどその

ように、いわゆる町民の中でなかなかの苦労があるところだということでござい
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ますので、今後も我々も一生懸命、今言われた幾つかの住民としての対応は努力

をしていきたいと思いますし、併せて地域での協力もしていきたいと思っており

ます。 

 以上で私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

 

○議長（秋田重敏君）これにて山本 優君の質問を終わります。 

暫時休憩いたします。再開は１１時５分からということでお願いします。 

                              

休        憩 

〔休憩 午前１０時５３分〕 

〔再開 午前１１時０５分〕 

                              

再        開 

 

○議長（秋田重敏君）会議を再開いたします。 

１．コロナワクチンの接種について 

 ８番 加藤伊平君。 

〔８番（加藤伊平君）登壇〕 

 

○８番（加藤伊平君）それでは、通告に基づきまして質問をさせていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症につきましては、１年を超える私たちの生活になり

まして、それ以来、私たちの生活は一変をいたしました。自粛、我慢のこの１年間

でしたが、「葬儀があっても、身近な人の県外からのお参りを遠慮してくれ」とか

言われますと、町民の皆さんのストレスも沸点、限界に近づいているのではない

かと思います。そこへようやく切り札とも言えるワクチンの接種が具体化してき

ました。町民の皆さんの期待も高まっていると思います。 

 国は、基礎疾患のある人、６５歳以上の高齢者へのワクチン接種を４月の後半

には全国一斉に本格的にスタートするとしていますが、供給量不足のため数量は

限定的という報道もあります。 

 ワクチンの接種の実施は市町村の仕事とされております。町としても、物が来

なければどうしようもないというところでしょうが、準備は進めていると思いま

す。いろいろな事業所でも、感染予防のため現在は従業員に厳しく予防処置を指

示しており、町民の皆さんの関心も高いので、幾つか質問をさせていただきます。 

 まず、ワクチン接種の担当課は、通常業務に加え、これまでの経験にない新型コ
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ロナ対応業務が昨年以来長期にわたって続いています。ここにきて接種が具体化

してきましたが、国からの情報不足もあり、手探りのような準備、調整と思います

が、職員への過重な負担はかかっていませんか。残業もあるのではないかと思い

ますが、管理職も含む超過勤務手当は十分に支給されていますか。お尋ねをいた

します。 

 

○議長（秋田重敏君）岩倉町長。 

〔町長（岩倉光弘君）登壇〕 

 

○町長（岩倉光弘君）ただいまの加藤議員のコロナワクチン接種についてお答え

をいたします。 

 新型コロナワクチンの接種につきましては、国を挙げた一大プロジェクトであ

りますが、接種自体の実施主体は市町村となっております。 

 本町では、ワクチンの接種を迅速かつ適切に実施するために、副町長をリーダ

ーとする職員１０名から成る新型コロナワクチン接種対策チームを設置いたしま

して、円滑にワクチン接種ができるよう体制を整えております。保健師などの会

計年度の任用職員の雇用も行いまして、ワクチン接種の準備に鋭意取り組んでい

るところであります。 

 なお、ご指摘の時間外の勤務手当につきましては、規程に則りまして適正に支

給をいたしております。 

 以上です。 

 

○議長（秋田重敏君）加藤伊平君。 

 

○８番（加藤伊平君）ワクチン接種に当たりましては、町民にはインフルエンザの

ようにワクチン接種券が送付されるようでありますが、いつ頃発送されますか。 

 また、接種券には、接種会場、接種期間、予約の要否などが記載されると思いま

すが、それぞれ具体的にはどうなるのですか。お尋ねをいたします。 

 

○議長（秋田重敏君）西村保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（西村成男君）お答えいたします。 

 ワクチンの接種券につきましては、町から対象者の方へ郵便で送らせていただ

くことになりますが、その発送期日につきましては、国からの指示を受けて発送

する予定となっております。 
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 また、接種券とともに、町内の接種場所や日程、また予約する方法などを記載し

たご案内を同封する予定となっております。町内の接種場所としましては、６つ

の診療所、医院と、町が開設を予定しています南条保健福祉センター、今庄住民セ

ンター、河野住民センターの３ヶ所の集団接種の会場となります。なお、ワクチン

接種につきましては全て事前予約制となっております。 

 新型コロナ感染症対策としましては、３密を避けるために、予約時間を区切っ

たりスペースを広く取る等の対策を行います。また、ワクチン接種後の副反応へ

の対応としましては、会場に救急セット等を準備し、医師または看護師が対応す

るとともに、必要に応じて救急搬送を手配することも想定しています。 

 ワクチンの接種期間につきましては、国の規定により令和３年２月１７日から

令和４年２月２８日までの間と定められています。この期間中に、国が定めた優

先順位に基づき接種を行ってまいります。 

 以上です。 

 

○議長（秋田重敏君）加藤伊平君。 

 

○８番（加藤伊平君）私たち南越前町の町民は町内で接種をするようであります

が、その場合、接種後の体調の変化、副反応への対応は問題はないでしょうか。 

 また、高齢者、障害者、病気などで自分で会場に行けない人もいると思います

が、どう対応される予定でしょうか。 

 

○議長（秋田重敏君）西村保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（西村成男君）お答えいたします。 

 副反応への対応につきましては、医療機関及び集団接種の会場におきまして、

接種後１５分間、場合によりましては３０分ほど看護師がつきまして健康観察を

行います。自宅に帰られてからの体調の変化につきましては、国や県の専門の相

談窓口や接種された医療機関で相談ができることとなっております。 

 次に、高齢者の方などで具合が悪く、医療機関や集団接種の会場に行くことが

できない場合には、かかりつけ医による訪問によるワクチン接種を受けることが

可能となっております。 

 

○議長（秋田重敏君）加藤伊平君。 

 

○８番（加藤伊平君）次に、年齢はともかくも、基礎疾患ということになりますと
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なかなか外見的に分かりにくいものがあると思いますが、どのように判断をされ

ていきますか。 

 また、今お聞きしますと接種期間が非常に長くなるようでありますが、町内に

籍を置いたまま生活拠点が変わる人が出るのではないかと思いますが、そういう

人の場合どういうふうに対応すればよいのか、お尋ねをいたします。 

 

○議長（秋田重敏君）西村保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（西村成男君）６５歳未満の方の接種開始時期につきましてはま

だ決まっておりませんが、６５歳未満の方で心臓病や呼吸器の病気など国が定め

る基礎疾患がある方は、６５歳以上の高齢者の方に次いで優先的に接種が受けら

れることとなっておりますが、これも時期等はまだはっきりしておりません。な

お、基礎疾患の有無につきましては診断書等は必要なく、予診票への記入による

本人からの自己申告によるものとなります。 

 次に、生活拠点が住所と違う場合についてですけれども、ワクチン接種は基本

的には住民票所在地の市町村で受けることになっておりますが、単身赴任の方や

学生の方などは、実際に生活している市町村に申請することにより、住民票所在

地以外の市町村で接種を受けることが可能となっております。 

 以上です。 

 

○議長（秋田重敏君）加藤伊平君。 

 

○８番（加藤伊平君）新聞やテレビではもうすぐ接種が始まるかのような報道も

されていますが、なかなか、実際作業を進めているところでは大変だと思って、ま

だこれからという日にちを聞いたわけですけれども、皆さん、待望のワクチン接

種でございますので、どうかひとつ早めによろしくお願いをいたします。 

 質問終わります。 

 

○議長（秋田重敏君）これにて加藤伊平君の質問を終わります。 

 次に、 

 １．コロナのワクチン接種について 

 ２．中学校舎の利活用について 

 ３．観光業の支援策について 

 ３番 大浦和博君。 

〔３番（大浦和博君）登壇〕 
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○３番（大浦和博君）大浦です。通告に基づき質問させていただきます。 

 まず、コロナワクチン接種につきましては、今ほど加藤議員からも質問がされ

ました。私なりに質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 新型コロナウイルス感染、国内では第３波により、東京、大阪など１０の都府県

で緊急事態宣言が発令されました。そのうち大阪など２府４県は２月末で解除さ

れましたが、関東の１都３県は３月７日も解除されず、いまだに発令中でありま

す。 

 本県は県独自の感染拡大警報を発令いたしましたが、２月１４日で注意報に切

り替えられ、２月２８日で解除されました。 

 本町におきましては、昨年９月３日以来、感染者は出ていないとのことであり、

町民の皆様のご協力に敬意と感謝を申し上げます。 

 さて、ようやく国内でもワクチン接種が始まりました。まず医療従事者から接

種を始め、その後、自治体ごとに６５歳以上から順次実施するとのことでありま

す。先日、本町の接種計画、スケジュールの説明がありましたが、町民の皆様にも

ご理解を得たいので改めてお伺いいたします。 

 説明では、今まさに接種券の発行準備をしており、３月中旬以降に郵送すると

のことです。また、接種は当初、４月以降から実施する予定とのことでありました

が、国の説明も二転三転し、正確な日程はまだ分からない状況であります。町で

は、６５歳以上の対象者の皆様が速やかに接種できるよう予約制にすることや、

接種には個別接種と集団接種があり場所を選択できるとのこと、また、町内で接

種する方は本町に住民登録されている方であるとのことです。 

 質問は、予約制となっているが具体的には対象者が役場に直接電話するという

ことか、また、個別接種と集団接種があるがその２通りだけなのか、共同接種を実

施する自治体が増えているが本町は考えないのか、第１回目の接種期間は１日当

たり何人ぐらいでどの程度の日数を見込んでいるのかなどでありますが、分かり

やすく河野地区を例に挙げて伺います。 

 河野地区は、個別接種が河野診療所、集団接種が河野事務所にある住民センタ

ーの２ヶ所で、接種券が届いた後、河野事務所に連絡を取り、日にち及び場所の予

約を取るとの考えでいいのか。そして、同居家族に予約してくれる人がいればい

いのですが、予約ができる人がいない対象者はどうするのか。民生委員さん等の

ご協力が必要になるのではと思われますが、具体的な協議はできているのか。 

 さらに、予約した方が諸事情により接種できなくなった人の対応、そしてその

接種対象者に用意したワクチンが余った場合の対応、それらの対応を具体的にど

のように考えているのか。地区によって接種対象者数や接種場所の数が異なりま



 

 - 58 - 

すが、１日当たり何人ぐらいを接種し、１回目の終了はいつ頃になるのか。 

 河野地区住民の中には、越前市にかかりつけ医があり通院している方もいます。

自治体によっては、その実情に合わせ共同接種も実施するところもあります。本

町はその考えがないのか。 

 今回のワクチンは米国ファイザー社製で２回接種しなければならず、２回目の

接種は１回目の接種の３週間後であるとのことから、２回目の接種についてのや

り取りが発生すると思いますが、具体的な進め方についてはどのように考えてい

るのか。 

 施設入居者や自宅での要介護者の接種はどうするのか。さらに、接種を希望し

ない人はどのような対応を考えているのか。 

 以上、幾つかお伺いしましたが、ご答弁のほどお願いいたします。 

 

○議長（秋田重敏君）岩倉町長。 

〔町長（岩倉光弘君）登壇〕 

 

○町長（岩倉光弘君）ただいまの大浦議員のコロナのワクチン接種についてのご

質問にお答えをいたします。 

 まず、ワクチン接種の予約の方法ですけれども、現在考えておりますのが、高齢

者の方につきましては、医療機関での個別接種を希望される場合には、直接医療

機関へ予約をしていただく、また、町が実施します集団接種会場での接種を希望

される場合には、役場の予約専用電話に電話をしていただくか、返信用のはがき

による予約を想定しております。同居の家族がいないなど、ご自身で予約が難し

い場合には、民生委員さんのご協力をいただくなど何らかの支援を今後検討して

いく必要があると考えております。 

 次に、予約されていても事情により接種できなかった場合には、改めて予約を

していただく必要があります。また、このようなキャンセルとなったワクチンの

取扱いにつきましては、国から指針が示されることとなっていますので、その指

針により検討したいと思っております。 

 次に、幾つかの市町村が集まって共同接種を行うところも県外にはありますけ

れども、本町及び近隣の市町では現在想定をしておりません。 

 また、このワクチン接種の数でありますけれども、町内全体で１日平均約１０

０人が接種可能と考えておりまして、６５歳以上の接種対象者の方の１回目の接

種を終えるのに２ヶ月弱、２回の接種を完了するのにさらに３週間程度かかると

想定をしております。 

 次に、現在供給が予定されておりますファイザー社製のワクチンにつきまして
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は、２回の接種が条件となっておりまして、その間隔は３週間空けるということ

とされております。町が実施します集団接種におきましては、基本的に１回目の

ワクチン接種の予約を受け付けたときに、同時にその３週間後の２回目の接種の

予約も取ると、取り扱うと考えております。 

 次に、施設の入所者や病院に入院されている方につきましては、その施設、病院

内で接種ができますし、先ほどの加藤議員の答弁にもありましたけれども、自宅

から出られない方につきましては、かかりつけ医の訪問による接種を受けること

ができます。 

 最後に、新型コロナウイルスの感染症に係るワクチン接種は、努力義務は課せ

られておりますけれども、もちろん強制ではありません。しかし、接種を受ける、

受けないは選択できるものですけれども、未接種の方には再度のご案内をする予

定としております。 

 以上です。 

 

○議長（秋田重敏君）大浦和博君。 

 

○３番（大浦和博君）今の答弁で分かりました。個別接種を希望する人は、河野で

は河野診療所に直接電話して日時を決めればいい。集団接種は、役場専用電話に

電話する、あるいは接種券に同封されている返信用通知で予約を取るということ

でございます。２回目の接種は３週間後で、同じ場所で接種するようにするとい

うことですね。また、施設入居者や入院中の方々の接種も理解できました。民生委

員さんのご協力を仰ぐのであれば、早く協議していただきたい。一日も早くワク

チンが届き、接種できますことを願っております。 

 医療従事者の皆様は先行接種、優先接種をされているわけですが、もちろんこ

れはご自身の感染予防のためでもありますが、しかし、それと同時に副反応調査

も兼ねております。本当に感謝申し上げます。 

 現時点におきましては、接種後の倦怠感や腫れなどの報告、また、アナフィラキ

シーの症状が出ている人は投薬で改善されたとの事例報告があります。そして国

内でも変異ウイルス感染が増えてきておりますので、町民の皆様はぜひ全員が接

種していただきたいと思います。 

 そして、現段階でのワクチンは米国のファイザー社のみでありますが、早く他

の多くのワクチンが承認され、もちろん国内での生産ワクチンが一番いいわけで

すが、一日も早く全国民、全世界で接種ができ、安全、安心な生活が戻ることを切

望しております。 

 次に、中学校舎の利活用についてお伺いいたします。 
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 ２０２２年４月に町内の３中学校が統合し、南越前中学校が開校する予定です。

１年後でありますが、その後の河野中学校、今庄中学校の利活用・用途計画のスケ

ジュールはどのように考えているのか。 

 小中学校というのは、地域のコミュニティとして重要な役割を果たしています。

中学校統合については、昨年、地域の住民のご理解を得、統合に至りました。しか

し、この統合後の校舎利活用・用途問題は地区住民にとって非常に関心の高いも

のであるので、具体的な内容、方向性等について幅広くいろいろな方の意見を聞

いた上で、そこに住んでいる地域住民に喜んでもらえるような施設整備をお願い

したいと思います。 

 河野中学校舎は海岸線に面したすばらしい自然環境を有しており、それを前面

に出しての提案を広く募集するといったプロポーザル方式等も効果的ではないか

と考えますが、町としての方針はどうなのか。また、決定するにはかなりの時間を

要すると思われることや、今庄、河野それぞれの地区の形態状況や問題、課題が異

なるため、なるべく早く方針を決めるべきと思います。 

 町もこの問題を重視し、いろいろと考えているとは思いますが、今後のスケジ

ュール等、計画があればお聞かせ願います。 

 

○議長（秋田重敏君）岩倉町長。 

 

○町長（岩倉光弘君）ただいまの大浦議員の中学校の校舎の利活用についてのお

答えをいたします。 

 河野中学校及び今庄中学校の校舎等の利活用については、現時点におきまして

はスケジュール等はまだ決まっておりません。 

 学校校舎は、長きにわたりまして地域の方々と共に歴史や文化を築いてきた拠

点として、住民にとって非常に関心の高いものであると認識をいたしております。

今は、統合により誕生する南越前中学校の運用開始に全力を尽くしまして、生徒

の安全で安心な学習環境の整備後、地域住民のご意見、ご意向をお聞きし、また議

会とも相談をさせていただきながら、校舎の利活用の方向について検討していき

たいと考えております。 

 なお、利活用方法の事例といたしましては、新型コロナウイルス感染症拡大す

る都市部の民間企業において社員をリモートワークさせるための地方の空き施設

を借り受ける例であったり、そしてまた、体育館を備えていることから私立の学

校事業を誘致する、そういう例、また、青少年を対象とした低料金で利用してもら

うような宿泊の教育施設、そういう転換、また高齢者福祉施設への転換、そしてま

た災害時の避難施設への転換など、数多い取組があるところであります。この大
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きな校舎、そしてまた大きな敷地を利活用するということになりますと大変事業

費も大きくなります。財政状況も十分考慮しながら、いずれにしましても検討に

やっぱり時間がかかると思いますので、来年度以降、慎重に進めていきたいと考

えております。 

 以上です。 

 

○議長（秋田重敏君）大浦和博君。 

 

○３番（大浦和博君）この校舎の利活用問題、すぐに解決できる問題ではありませ

ん。そして答えは一つではないので、それを見つけることはなかなか難しいこと

は十分承知しております。ましてや今、子供たちが勉学に勤しんでいる中、校舎の

利活用問題を議論するのは本当に申し訳ないと思います。ですが、協議に１年か

２年、その後の改修に数年かかるとなると、地区住民もその分年齢をかさむわけ

であります。そのため、一年でも早く取り組んでいただけないかとお願いするも

のであります。住民も意見交換会等の依頼があれば協力すると思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 最後に、観光業の支援策について伺います。 

 現在、国において緊急事態宣言が出されており、国におけるＧｏＴｏトラベル

事業もいまだに全国一斉停止となっております。 

 昨年初めより発生している新型コロナウイルスの影響により旅館、飲食店は大

きなダメージを受けましたが、国、県、町が歩調を合わせた支援策により事業者も

最悪の事態を免れ、さらに、カニシーズンで何とか持ち直しを図ろうとしていた

ところ、年末に全国一斉でＧｏＴｏトラベル事業の停止措置されたことにより宿

泊者のキャンセルが相次ぎ、施設経営者は窮地に陥っております。また、３月末で

カニシーズンも終わってしまいブランド看板がなくなってしまいますと、４月以

降、ますます苦しい状況になると想定されます。 

 町内はもとより河野地区の旅館、飲食店等につきましては、町の支援もあり、新

型コロナウイルス感染予防対策を徹底しながらお客様を受け入れていると聞いて

おります。今後も何とか希望の灯、明かりを灯し続けていける支援策等ができな

いか。 

 県は、国のＧｏＴｏトラベル事業が６月で終了する予定に合わせ、県版ＧｏＴ

ｏイートを７月から９月に実施する予定との報道がありました。 

 町も、例えば、これまでの幅広く町外客を対象としたクオカードの発行やペイ

ペイ支払いによる還元の再継続、ペイペイの還元は町民もありましたが、新たに

町民を限定とした支援策等は考えられないのか、お伺いいたします。 
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○議長（秋田重敏君）岩倉町長。 

 

○町長（岩倉光弘君）ただいまの大浦議員の３点目の観光業の支援についてお答

えをいたします。 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けました事業者に対する国や県の支援策

の動向を踏まえながら、町としましても、町内における経済需要の回復と事業者

の経営の持続化を支援するための施策を展開してまいりました。 

 山海里応援弁当と称しまして４月から実施をいたしました飲食店の活性化事業

を皮切りに、町内の２０９の事業者に原則１０万円を給付した南越前町小規模事

業者応援給付金、また、町内の２２の宿泊施設を利用する町外からお越しになっ

た宿泊者に対し５，０００円のクオカードを進呈した南越前町宿泊客誘客促進事

業、そして９月から１０月に第１弾を、さらに第２弾として１月から２月にかけ

実施をいたしました電子決済サービス「ペイペイ」を活用した南越前町消費活性

化ポイント付与事業など、様々な支援策を講じてまいりました。さらに今後の支

援策としまして、この３月の補正予算でお認めをいただきました高齢者応援プレ

ミアム付の商品券事業、これにも取り組んでいきたいと考えております。 

 今後、ワクチン接種が始まりまして収束に向けた取組が進んでいくものの、感

染拡大前の経済状態に回復するまでにはまだ相当の期間が要するもの思われます。

今後とも、ＧｏＴｏトラベルなどの国の経済支援策や県の消費喚起策などの動向

をしっかり見極めながら、商工会をはじめ関係団体のご意見を伺い、観光業をは

じめとした町内事業者の皆様の実情を的確に捉えまして、国の新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金を有効に活用したしっかりした取組を取り組ん

でいきたいと考えております。 

 以上です。 

 

○議長（秋田重敏君）大浦和博君。 

 

○３番（大浦和博君）町長からは、国からの臨時交付金の追加があるとの言葉もい

ただきました。非常に喜ばしいことであり、その交付金をぜひ、町民が喜び、町内

が活性化する事業を理事者と議会が一緒になって立案、実行できればと思います。 

 これで私の質問を終わります。 

 

○議長（秋田重敏君）これにて大浦和博君の質問を終わります。  

 暫時休憩いたします。  
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休        憩 

〔休憩 午前１１時４０分〕 

〔再開 午後 １時００分〕 

                              

再        開 

 

○議長（秋田重敏君）会議を再開します。 

 次に、 

 １．新ゴミ処理施設（愛称エコクリーンセンター南越）の運営状況他について 

 ９番 井上利治君。 

〔９番（井上利治君）登壇〕 

 

○９番（井上利治君）議長のお許しを得ましたので、一般質問をさせていただきま

す。 

 表題としまして、新ゴミ処理施設、愛称エコクリーンセンター南越の運営状況

他についてでございます。 

 初めに、ごみ焼却後の残渣についてということで、昨年１２月８日に火入れを

行い、本年１月より試験運転中の新ごみ処理施設「エコクリーンセンター南越」で

ございます。焼却後の残渣、これは燃えた後の灰ですけれども、全て越前市にある

第２清掃センターでの埋立処理だと思いますが、聞くところによれば、それの有

効利用ができる可能性があるということでございます。残渣の成分、特に塩分や

塩素を除去しなければなりませんが、調査によってはセメントの原材料となり得

るとのことでございます。残渣の数量、持込み先のセメントメーカー及びメーカ

ーとの運搬距離等、採算性、費用と方法なんですけれども、また安定供給等、考慮

すべき点は多々あると思いますが、どのように考えられておられますでしょうか。 

 昨年１２月議会で平谷議員の質問に対しての回答では、現在、埋立容量１５万

６，０００立米のうち埋立残余量が８万１，０００立米で、今後２０年以上受入れ

が可能とのことでございますが、もしそれが実現可能ならば、さらに埋立施設の

延命化にもなり、検討することも必要ではないかと考えております。町長の答弁

をお願いいたします。 

 

○議長（秋田重敏君）岩倉町長。 
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〔町長（岩倉光弘君）登壇〕 

 

○町長（岩倉光弘君）井上議員の新ごみ処理施設の残渣活用についてのご質問に

お答えをいたします。 

 南越清掃組合では現在、エコクリーンセンター南越において発生した焼却灰を、

越前市の坂口地区にあります第２清掃センターの最終処分場へ運搬をし、埋立処

理をしております。 

 この最終処分場は、１５年間の使用計画にて埋立容量を１５万６，０００立米

として整備をし、平成１７年度に供用開始をいたしました。その後、ごみの減量化

や再資源化の取組によりまして、令和元年度末で約４８.８％、７万５，０００立

米が埋め立てられまして、埋め立ての残余容量というのは約８万１，０００立米

となっております。 

 令和３年度以降の最終処分量は年平均約３，６００立米を見込んでおりまして、

今後２０年以上は使用可能と考えておりますが、引き続き施設の延命化を図るた

め、ごみの再利用や減量化の取組を推進してまいります。 

 一方、議員ご提案の焼却灰のセメント材料への有効活用については、近隣に受

入れ可能な工場があり運搬費が安価の場合や、最終処分場が逼迫している場合な

ど費用対効果が見込める事業所で採用されておりますが、県内では実施している

ところはありません。 

 セメント材料への活用に当たっては、灰に含まれる重金属の除去設備など、ク

リアすべき課題もあると南越清掃組合から伺っておりますので、今後の研究課題

と考えております。 

 以上です。 

 

○議長（秋田重敏君）井上利治君。 

 

○９番（井上利治君）いろんな問題はあると思いますし、町長おっしゃったよう

に、成分等についても今後精査していかなければいけないと思っております。も

しそういうことが可能であれば考えていただきたいと思います。 

 次に、運営状況についてお尋ねをいたします。 

 １つ目に、１月から現在までのパッカー車の平均搬入台数、それから個人平均

搬入台数、搬入数量をお尋ね申し上げます。 

 ２つ目には、ごみの分別方法が変わったことで、家久の第１清掃センターとの

数、量の差異はありますでしょうか。 

 ３つ目に、搬入経路、これは通学児童の関係で、運営上の問題点と対策を教えて
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いただきたいと思います。 

 それから、４つ目、現在までにおけるトラブルの有無はございませんでしょう

か。お尋ねしたいと思います。 

 

○議長（秋田重敏君）岩倉町長。 

 

○町長（岩倉光弘君）ただいまの運営状況についてお答えをいたします。 

 新ごみ処理施設のエコクリーンセンター南越は令和３年の１月４日から稼働し

ておりまして、４月１日からの本格稼働に向けて、排ガスの測定を実施しながら

運転しているところであります。 

 現時点ではトラブルは発生しておりませんが、今後も町と南越清掃組合が連携

を取りながら、安全、安心に配慮して適正に運営していきたいと考えております。 

 運営状況の詳細につきましては、担当課長の方からお答えをいたします。 

 

○議長（秋田重敏君）中村建設整備課長。 

 

○建設整備課長（中村勝典君）それでは、運営状況の詳細についてお答えいたしま

す。 

 まず、搬入台数と搬入量についてのお尋ねですが、運用開始後の２月末までの

ごみ収集の定期収集車両、許可車両、いわゆるパッカー車でございますが、１日当

たり平均搬入台数は３０台、一般の個人持込みの１日当たり平均搬入台数は２８

台でございました。また、搬入量については、ごみ収集の定期収集車両、許可車両

で６８.３トン、一般の個人持込みで４.０トンでございました。 

 次に、ごみの量についてでございますが、ごみの出し方が一部変更となったこ

とから燃やせるごみが増加する懸念がありましたが、燃やせるごみの量の１月、

２月の２ヶ月間の累計は昨年と比べて１.６トンの減でございました。現時点にお

いてはほぼ変わらないという状況でございますが、今後もごみの量の推移を注視

し、引き続き適切なごみの分別とごみの減量化に取り組んでまいります。 

 また、エコクリーンセンター南越への搬入経路についてのお尋ねですが、令和

２年度南越清掃組合ごみ処理実施計画に基づき、ごみの定期収集を委託している

事業者に対して所定のルートにて搬入するよう徹底しているところであり、現時

点では特に問題等発生しておりません。 

 さらに、運営上の問題点につきましては、受付システムについてドライブスル

ー方式での受付、自動精算システムを新たに導入しておりまして、１月には、導入

初期の対応として職員が誘導員として丁寧に説明を行い、２月には、看板の設置
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や受付手順のホームページへの掲載等、順次改善に取り組んでおり、順調に運用

を行っているところでございます。 

 最後に、トラブルの有無についてでございますが、１月４日からの施設の試運

転については特にトラブルもなく順調に進んでおりまして、４月１日には竣工式

を執り行う予定でございます。 

 以上です。 

 

○議長（秋田重敏君）井上利治君。 

 

○９番（井上利治君）ありがとうございます。４月１日の竣工式を迎えますが、今

後とも、パッカー車等の交通や施設でのマニュアルに沿った運営方法で事故のな

いように願うものでございます。特に近隣集落との協定書にはきっちり沿った運

営の方法をお願いしたいと思います。 

 これで私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

 

○議長（秋田重敏君）これにて井上利治君の質問を終わります。 

 次に、 

 １．宅地分譲計画について 

 ２番 山本徹郎君。 

〔２番（山本徹郎君）登壇〕 

  

○２番（山本徹郎君）議長のお許しをいただきましたので、通告に従って質問させ

ていただきます。３月定例会最後のしんがりでしっかりと質問させていただきい

と思います。 

 まず、宅地分譲計画についてお伺いをいたします。 

 １つ目の土地利用計画について、１２月定例会では情報発信のタイミングにつ

いてお聞きをいたしました。今回は宅地分譲地の計画予定についてお伺いをいた

します。 

 ２月の町の広報紙において、先に建設された単身者向け町営住宅の南隣に新た

に建設された、子育て世代を対象とした町営住宅２棟の入居者募集が行われまし

た。第二保育所跡地の計画は残り僅かと思われますが、今後、購入者のニーズに合

う空き町有地はないように思えますが、町長の、選挙期間中もそうですが、新聞の

報道もそうでしたが、若者定住に向けた思い切った政策をやっていきますという

ような、今後はそういった取組をやっていくという発表がありました。 
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 町長はどのように進められていく予定ですか。住宅地の計画的な施策は今後考

えられる予定があるのかをお伺いします。また、新年度は宅地分譲の予定区画数

はどのくらい考えておられるのか、お伺いをいたします。 

 

○議長（秋田重敏君）岩倉町長。 

〔町長（岩倉光弘君）登壇〕 

 

○町長（岩倉光弘君）ただいまの山本徹郎議員の宅地分譲の土地利用計画につい

て、ご質問にお答えをいたします。 

 町では、人口減少対策として住環境の整備を重要施策として捉えておりまして、

子育て世帯、そしてまた新婚夫婦などの若者が定住できる分譲地の造成や町営住

宅建設、住宅取得に対する助成制度などに取り組んでまいりました。 

 近年では毎年住宅政策を実施しておりまして、平成２７年度から令和２年度ま

での６年間におきまして、分譲地の造成は６団地で３８区画、町営住宅は、子育て

世帯向けに６戸、単身者向けに７戸、定住化促進住宅は５戸を供給してまいりま

した。この中で栄団地の２区画以外は全て完売または入居していただいておりま

す。 

 さて、議員ご指摘の今後の宅地分譲の予定ですけれども、新年度は東大道区の

国道３６５号線沿いに１０区画を分譲する計画でありまして、その費用を令和３

年度に予算化させていただいております。 

 町といたしましても、分譲区画数を上回る応募がある中で、町に定住したいと

考えている若者に対しまして今後とも計画的に住宅地の供給をしていきたいと考

えております。 

 分譲地や町営住宅の整備計画の詳細につきましては、担当課長の方から説明さ

せていただきます。 

 

○議長（秋田重敏君）中村建設整備課長。 

 

○建設整備課長（中村勝典君）それでは、分譲地や町営住宅の整備計画の詳細につ

いて説明をいたします。 

 近年実施をしております分譲地造成や町営住宅建設は、ほぼ完売または入居い

ただいておりまして、分譲地によっては多くの方に申込みをいただいております。

中でも、平成３０年度に整備しました第５期桜町団地は６区画に対しまして１７

組、東大道団地は２区画に対して４組の申込みがありまして、令和２年度に建設

しました第二保育所跡地の町営住宅には２戸に対しまして５組の申込みがありま
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した。このように募集区画以上の申込みがあった場合、抽選から外れた子育て世

帯や新婚夫婦に対しましてお断りをしている現状でございます。 

 このような状況を鑑みまして、令和３年度には東大道区の国道３６５号沿いに

１０区画の宅地分譲を計画しております。分譲地の大きさは、約９５坪を５区画

と約８４坪を５区画、合計１０区画を整備予定であります。この分譲地の情報に

つきましては、用地取得後できるだけ早い段階で町広報やホームページなどで発

信させていただきます。 

 今後も、求められる住宅ニーズに合った宅地の継続的な確保に努め、定住化対

策を計画的に実施していきます。 

 以上です。 

 

○議長（秋田重敏君）山本徹郎君。 

 

○２番（山本徹郎君）ただいま課長の答弁いただきました。応募に関しましてはほ

ぼ３倍とか２倍とかの数がありまして、抽選に漏れた方には、残念ながらお断り

をしているという状況でございます。 

 そこで２つ目の質問にさせていただきます。土地取得に対する補助についてお

伺いをいたします。 

 町内の方をはじめ、町外の方からも宅地分譲を進めてほしいという声を伺って

おります。建設にはタイミングがあることは重々承知しています。最近、新聞等の

折り込みを見ますと、土地が大体５０坪で価格が大体２，０００万前後の販売価

格が主流になっている。これは今、いろんなコロナ禍の現状もあって、なかなか若

者世代の収入が増えてこないというのもあるのかもしれませんが、そういったタ

ーゲット層が核家族で、４人ほどの家族層というのをメインに建てている建物が

多いのではないかと感じられます。鯖江市や越前市においては、比較的資本力の

ある民間事業者が単独で宅地分譲住宅を施工するケースが多いと聞いております。 

 本町では、地元事業者を利用した住宅建設には、購入者に対する助成を設けて

おります。この施策はいいと思います。現在は、町有地や地権者から土地を取得し

整備をする形を取っています。抽選による土地取得制度による採用をしています

が、抽選に漏れた方は、次期分譲を待っていただけるのであればありがたいので

すが、待てない方が多いのではないかと思います。 

 そこで、町内にある遊休地等を分譲地として活用することを提案いたします。

通常、遊休地であれば、田畑とは異なり比較的早く整備できるように思われます。

しかしながら、通常の土地取得より譲渡費用を含め経費が増えることが容易に想

定されます。 
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 そこで、新たに子育て世代の定住者や移住者の土地取得に対し助成ができない

か、また、民間事業者による分譲地整備に関しても助成ができないかをお伺いい

たします。 

 

○議長（秋田重敏君）岩倉町長。 

 

○町長（岩倉光弘君）ただいまの山本徹郎議員の土地の取得に対する補助につい

てお答えをいたします。 

 町では、町の分譲地を購入された方に対しまして、住宅を建てた時に土地の分

譲価格の最大４割を若い世代の定住に向けた住宅取得促進補助金として交付をし

ておりまして、この事業を開始してから４年間での２２件の実績があります。 

 また、町内に住宅を新築された方に対する５０万円の補助ですけれども、住宅

新築促進補助金は４年間で２７件、その際に地元事業者と契約した方に対する３

０万円のふるさと企業活性化補助金は４年間で１６件の実績があります。 

 なお、議員ご指摘のように、今現在は、民間事業者が分譲地を造成した場合の助

成制度はありません。また、その土地を購入した場合も若い世代の定住に向けた

住宅取得促進補助金、最大４割の補助の対象としておりません。ただし、民間事業

者の分譲地でありましても、新築の住宅に対しては住宅新築促進補助金やふるさ

と企業活性化補助金の対象としております。 

 今後は、今議員おっしゃるように、民間活力と協働して住宅政策を推進してい

くために、町内にある遊休地等を民間事業者が分譲地として整備した場合の町道

の部分であったり、排水路、また上下水道の整備に対する経費の一部助成等につ

いて、今後十分検討していきたいと思っております。 

 以上です。 

 

○議長（秋田重敏君）山本徹郎君。 

 

○２番（山本徹郎君）今、町長の答弁をいただきました。今後は、民間事業者が分

譲地として整備した場合は、また町道部分や排水路、上下水道の整備に対する経

費の一部の助成を考えていくというお答えでございました。 

 町内の事業者の方々にお聞きしますと、やはり自らで、自分らでその分譲して

いくと、その分譲するのはいいのだけれども、やはり売れ残りが心配であるとい

うような声も聞かれております。そういったときに、田んぼから宅地分譲するよ

りも、今町内にある遊休地なんか、いわゆる畑でご使用になっている土地とか、ま

たは更地のまま放置されている土地も多少あると思います。そういった点を購入
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して、若い世代が購入して建てても、通常どおり建てても助成できるようなこと

もまた考えていただいて、町長の思い切った若者定住という政策に力を入れてい

ただきたいなと思いますので、今後ともひとつ、ぜひとも人口が増えるように、本

当に、最近でも私の耳には、残念ながら町外のほうに出ていかれる方を聞いてお

ります。これは町内から町外、入ってくるほうが多けりゃそれもいいですし、でき

るだけ町外へ出られないように、タイミングというものが非常に大事です。これ

はやっぱりスピードが必要やと思っております。 

 そういった面も、町長、しっかりお考えいただいて、今後の住宅政策にスピード

感を持って対応できるようにお願いしたいと思います。 

 それでは、以上で私の質問を終わりたいと思います。 

 

○議長（秋田重敏君）これにて山本徹郎君の質問を終わります。 

 

                             

閉     議 

 

○議長（秋田重敏君）以上で一般質問を終わります。 

 これをもちまして本日の日程は終了いたしました。本日はこれにて散会いたし

ます。 

〔散会  午後 １時２７分〕 
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会議に付した事件 

 

 議案第 16 号 令和３年度南越前町一般会計予算 

 

 議案第 17 号 令和３年度南越前町国民健康保険特別会計予算 

 

 議案第 18 号 令和３年度南越前町国民健康保険今庄診療所特別会計予算 

 

 議案第 19 号 令和３年度南越前町河野診療所特別会計予算 

 

 議案第 20 号 令和３年度南越前町個別排水処理施設特別会計予算 

 

 議案第 21 号 令和３年度南越前町農業者労働災害共済特別会計予算 

 

 議案第 22 号 令和３年度南越前町後期高齢者医療特別会計予算 

 

 議案第 23 号 令和３年度南越前町農業集落排水特別会計予算 

 

 議案第 24 号 令和３年度南越前町老人保健施設特別会計予算 

 

 議案第 25 号 令和３年度南越前町介護保険特別会計予算 

 

 議案第 26 号 令和３年度南越前町下水道特別会計予算 

 

 議案第 27 号 令和３年度南越前町水道事業会計予算 

 

当初予算特別委員長報告 

 

 議案第 28 号 南越前町附属機関設置条例及び南越前町特別職の職員で非常勤の

ものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

 

 議案第 29 号 南越前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の 

一部改正について 

 

 議案第 30 号 南越前町国民健康保険税条例の一部改正について 

 

 議案第 31 号 南越前町母子家庭等医療費の助成に関する条例等の一部改正に 

ついて 

 

 議案第 32 号 南越前町児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 

 議案第 33 号 南越前町介護保険条例の一部改正について 
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 議案第 34 号 南越前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例等の一部改正について 

 

 議案第 35 号 公の施設の指定管理者の指定について 

 

 議案第 36 号 町道路線の認定について 

 

 議案第 37 号 工事請負変更契約の締結について 

 

 議案第 38 号 工事請負変更契約の締結について 

 

 議案第 39 号 工事請負変更契約の締結について 

 

 議案第 40 号 工事請負変更契約の締結について 

 

各常任委員長報告 

 

 議案第 41 号 南越前町副町長の選任について 

 

 議案第 42 号 南越前町教育長の任命について 

 

 議案第 43 号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

 議案第 44 号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

 発議第１号  南越前町議会会議規則の一部改正について 

 

 議員派遣について 
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開    議 

〔開議  午後 ３時３０分〕 

 

○議長（秋田重敏君）会議を再開します。本日の出席議員数は１４名です。定足

数に達しておりますので、これより会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。これより、日程に入ります。

日程第１ 議案第１６号 令和３年度南越前町一般会計予算から日程第１２ 

議案第２７号 令和３年度南越前町水道事業会計予算についてまでの１２議案

を一括して議題といたします。 

 

                          

当初予算特別委員長の報告 

 

○議長（秋田重敏君）これらの案件につきましては、当初予算特別委員会に付託

し、すでに審査を終えておりますので、当初予算特別委員長の報告を求めること

にいたします。 

 (「議長」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（秋田重敏君）当初予算特別委員長 １２番 平谷 弘子君。 

〔 当初予算特別委員長登壇 報告 〕 

 

○１２番（平谷弘子君）令和３年度当初予算特別委員会よりご報告申し上げま

す。今期議会定例会において、本委員会に付託されました案件審査のため、３月

３日から１６日までの期間中、第１委員会室において、関係理事者の出席を求め

て令和３年度当初予算特別委員会を開催いたしました。  

 付託を受けました議案第１６号 令和３年度南越前町一般会計予算から議案

第２７号 令和３年度南越前町水道事業会計予算までの各会計当初予算１２議

案について、所管ごとに慎重に審査をいたしました。その審査結果及び特に議論

し指摘しました事項について、ご報告いたします。 

一つ、防犯カメラ設置事業について。 

「主要施設への設置や集落への設置を促進していただくことは非常に良いこ

とではあるが、不法投棄に対する監視や、交通事故多発箇所、渋滞箇所並びに通

学路における事故、犯罪などの防止を図るための防犯カメラ設置を優先して対

応するよう検討されたい。」との指摘に対して、「町ではこれまで、犯罪の抑止効
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果と犯罪発生後の検証手段と二次被害防止の観点から、不特定多数の者が利用

する役場等庁舎、学校、駅などの公共施設を中心に設置をしてまいりました。今

後は、未設置の主要施設や犯罪の多発が予想される箇所についても計画的に設

置を検討し、安全安心なまちづくりを目指してまいります。」との回答でござい

ました。 

二つ、中学校統合に伴う旧中学校などの教育財産の保存と活用について。 

「令和４年４月には、町内の３中学校が１校に統合され、新しく校歌や校章が

制定されるようですが、旧中学校の校舎、授業風景などの映像媒体への保存と併

せて、校歌、校章を風化させないよう保存すると共に、各地区において過去に廃

校となったものについても、残された映像や校歌などを教育財産として将来的

に保存し、町民がいつでも利活用できるよう検討を願いたい。」との指摘に対し

て、「令和４年３月に廃校となる中学校の校舎、授業風景などの映像資料や校歌、

校章などは、風化防止のためデジタル化による保存に努めてまいります。 

さらに、各地区において過去に廃校となった小中学校の写真や教科書などの

資料の収集については、町で保有しているものに加え、町民に対しても提供を呼

びかけます。また、教育財産として永久的に保存し町民が利活用できるようデジ

タルアーカイブ化を令和５年度の図書館システムの更新に合わせて検討してい

きます。」との回答でありました。 

 三つ、鳥獣害対策について。 

「鳥獣による被害が依然として減少していないため、捕獲の強化などによる

個体数の減少を図ることが重要と思われるので、防護柵等による農地等への出

没防止策の推進と併せて捕獲檻及び捕獲隊による個体数削減の強化を図り、継

続した被害の防止を推進していただきたい。併せて、大学など研究機関との共同

研究による被害防止やドローンなどを活用した野生獣の生態の調査など、各種

対策についても模索をされたい。」との指摘に対して、「被害防止柵の設置の推進

を図るとともに、現在３１名にて編成されている有害鳥獣捕獲隊の増員に努め

ます。隊員の捕獲強化を促す観点から、捕獲頭数に応じてインセンティブが働く

よう報償費・委託料の支払いについて協議、検討していくことといたします。ま

た、他の自治体での産学官、あるいは学官での取り組み事例を参考に、調査研究

していくことといたします。」との回答でありました。 

四つ、アユの放流促進について。 

「アユ釣り大会の予算が新年度に計上されているが、アユ釣り客の減少が続

いている。アユの放流量を増やし、アユ釣り客の増加を図るよう、町として日野

川漁業協同組合などに対して放流量の増加及び釣り客増加対策を講じるよう強

く要望をお願いしたい。」との指摘に対して、「日野川漁業協同組合においては、
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例年、３０か所、延べ６１回にて、約２．８ｔ、約５８万匹の稚アユを放流して

いるとのことであります。本町においては、放流に対して補助金を交付しており

ますが、放流量が適正か否かなど、日野川漁業協同組合と協議することとし、釣

り客の増加対策を講じるよう強く要望してまいります。」との回答でございまし

た。 

五つ、河川の浚渫の促進について。 

「日野川においては、県が国土強靭化計画事業として土砂の浚渫や立木の伐

採を行ったが、日野川に流入する他の１、２級河川についても、土砂の堆積や立

木が茂っていることにより河川敷内が野生動物の生息域となっており、河川の

氾濫防止対策と併せて獣害対策としても早急な浚渫や立木の伐採を推進するよ

う強く県に要望されたい。」との指摘に対して、「令和２年度に福井県において、

国土強靭化事業として日野川の土砂撤去や伐木・除根を町内全域にわたり実施

しましたが、今後は日野川に流入している８本の１級河川についても大規模自

然災害に備え安全・安心な河川環境づくりを推進するため、河川の浚渫の促進に

ついて、福井県に対して強く要望していきます。」との回答でありました。 

以上が、当委員会が指摘した事項に対する理事者側の回答でございました。 

今後は、回答されたとおり対策が講じられているか、見極めていきますので、

町側も真摯に対策を講じていただきますよう切にお願いを申し上げます。 

採決の結果、各議案につきましては、いずれも原案のとおり認めることに決定

いたしました。 

以上が、本委員会に付託されました、審査結果であります。議員各位におかれ

ましては、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして、令和３年度当初予算特別

委員会からの報告を終わります。 

〔当初予算特別委員長 降壇〕 

 

○議長（秋田重敏君）これにて、当初予算特別委員長の報告を終わります。 

                           

討  論 ・ 採  決 

 

○議長（秋田重敏君）これより、議案第１６号 令和３年度南越前町一般会計予

算から議案第２７号 令和３年度南越前町水道事業会計予算についてまでの１

２議案を一括して討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

○議長（秋田重敏君）討論なしと認めます。これで、討論を終わります。 

これより採決を行います。議案第１６号 令和３年度南越前町一般会計予算
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は、当初予算特別委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、ご起立願います。 

〔全員起立〕 

 

○議長（秋田重敏君）起立全員です。よって、議案第１６号は当初予算特別委員

長の報告のとおり可決されました。 

次に、議案第１７号 令和３年度南越前町国民健康保険特別会計予算から 

議案第２７号 令和３年度南越前町水道事業会計予算までの１１議案を一括し

て、採決いたします。議案第１７号から議案第２７号までの１１議案については、

当初予算特別委員長の報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。 

〔全員起立〕 

 

○議長（秋田重敏君）起立全員です。よって、議案第１７号から議案第２７号ま

での１１議案は、当初予算特別委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、日程第１３ 議案第２８号 南越前町附属機関設置条例及び南越前町

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につ

いてから日程第２５ 議案第４０号 工事請負変更契約の締結についてまでの

１３議案について一括して議題といたします。  

                          

常任委員長の報告 

 

○議長（秋田重敏君）これらの案件につきましては、各常任委員会に付託し、す

でに審査を終えておりますので、各常任委員長の報告を求めることにいたしま

す。はじめに、総務文教常任委員長の報告を求めます。 

(「議長」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（秋田重敏君）総務文教常任委員長 ７番 平泉初男君。 

〔総務文教常任委員長登壇 報告〕 

 

○７番(平泉初男君) 総務文教常任委員会よりご報告いたします。 

今期定例会において、総務文教常任委員会に付託されました案件審査のため、

３月４日及び１１日に第１委員会室及び第２委員会室にて委員会を開催いたし

ました。付託を受けました議案第２８号 南越前町附属機関設置条例及び南越

前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正

について及び、議案２９号 南越前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の一部改正についてなど、本委員会に関わる事項２議案につきまし
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て、関係理事者の出席を求めて所管ごとに慎重に審査をいたしました。 

採決の結果、各議案につきましては、いずれも原案のとおり認めることに決定

しました。 

以上が、本委員会に付託されました各議案などの審査結果であります。議員各

位におかれましては、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わり

ます。 

〔総務文教常任委員長 降壇〕 

 

○議長（秋田重敏君）これにて、総務文教常任委員長の報告を終わります。 

これより、総務文教常任委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、産建厚生常任委員長の報告を求めます。 

(「議長」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（秋田重敏君）産建厚生常任委員長 ５番 熊谷良彦君。 

〔産建厚生常任委員長登壇 報告〕 

 

○５番(熊谷良彦君)それでは、産建厚生常任委員会よりご報告いたします。 

今期定例会において、産建厚生常任委員会に付託されました案件審査のため、

３月１０日及び１１日に第１委員会室及び第２委員会室にて、委員会を開催い

たしました。付託を受けました議案第３０号 南越前町国民健康保険税条例の

一部改正についてから、議案第３４号 南越前町指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正についてまで

の条例関係５議案及び、議案第３５号 公の施設の指定管理者の指定についてか

ら議案第４０号 工事請負変更契約の締結についてまでの６議案など本委員会

に関わる事項１１議案につきまして、関係理事者の出席を求めて所管ごとに慎

重に審査をいたしました。 

採決の結果、各議案につきましては、いずれも原案のとおり認めることに決定

いたしました。 

以上が、本委員会に付託されました各議案の審査結果であります。議員各位に

おかれましては、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 

〔産建厚生常任委員長 降壇〕 
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○議長（秋田重敏君）これにて、産建厚生常任委員長の報告を終わります。 

 これより、産建厚生常任委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

                          

討  論 ・ 採  決 

  

○議長（秋田重敏君）これより議案第２８号 南越前町附属機関設置条例及び南

越前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正についてから議案第３４号 南越前町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正についてまでの７議案を 

一括して討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）討論なしと認めます。これで、討論を終わります。 

 これより、採決を行います。議案第２８号から議案第３４号までの７議案を 

一括して採決を行ないます。議案第２８号から議案第３４号までの７議案につ

いては、各常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。 

〔全員起立〕 

 

○議長（秋田重敏君）起立全員です。よって、議案第２８号から議案第３４号ま

での７議案は、各常任委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、議案第３５号 公の施設の指定管理者の指定についてから議案第４０号 

工事請負変更契約の締結についてまでの６議案を一括して討論を行います。討

論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

○議長（秋田重敏君）討論なしと認めます。これで、討論を終わります。 

 これより、採決を行います。議案第３５号から議案第４０号までの６議案を 

一括して採決を行ないます。議案第３５号から議案第４０号までの６議案につ

いては、各常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。 

〔全員起立〕 

 

○議長（秋田重敏君）起立、全員です。よって、議案第３５号から議案第４０号
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までの６議案は、各常任委員長の報告のとおり可決されました。 

                          

追加議案の上程 

 

○議長（秋田重敏君）次に、日程第２６ 議案第４１号 南越前町副町長の選任

についてから日程第２９ 議案第４４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求

めることについてまでの４議案を一括して上程いたします。 

                            

提 案 理 由 の 説 明 

○議長（秋田重敏君）岩倉町長より、提案理由の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ声あり〕 

 

○議長（秋田重敏君）岩倉町長。 

           〔町長（岩倉光弘君）登壇〕 

 

○町長（岩倉光弘君）本日、追加提案いたしました各案件につきまして、その概要を

ご説明申し上げます。 

 提案いたしました議案は、人事に関するものが４件であります。 

最初に、議案第４１号 南越前町副町長の選任についてご説明申し上げます。 

これは、現南越前町副町長の藤原十三夫氏が令和３年３月２０日で任期満了を迎

えるため、新たに南越前町副町長に北野 徹氏を選任いたしたく議会の同意を求め

るものであります。 

 なお、任期は令和３年４月１日から令和７年３月３１日にいたすものであります。 

次に、議案第４２号 南越前町教育長の任命についてご説明申し上げます。 

 これは、現南越前町教育長の上田康彦氏が令和３年４月２３日で任期満了を迎え

るため、引き続き南越前町教育長に上田康彦氏を任命いたしたく、議会の同意を求

めるものでございます。 

 なお、任期は令和３年４月２４日から令和６年４月２３日にいたすものでありま

す。 

次に、議案第４３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてご説

明申し上げます。 

これは、現在、人権擁護委員をされております和田幸江氏が、令和３年６月３０日

をもって任期満了となりますので、引き続き、和田幸江氏を推薦いたしたく人権擁

護委員法の規定により議会の意見を求めるものであります。 
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次に、議案第４４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてご説

明申し上げます。 

これは、現在、人権擁護委員をされております、中村 收氏が、令和３年６月３０

日をもって任期満了となりますので、新たに、加藤幹雄氏を推薦いたしたく人権擁

護委員法の規定により議会の意見を求めるものであります。 

 以上、追加提案いたしました４議案につきまして、ご説明を申し上げました。 

 ご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようよろしくお願いを申し上げま

す。 

〔町長（岩倉光弘君）降壇〕 

                                

採  決 

 

○議長（秋田重敏君）提案理由の説明を終わります。次に、日程第２６ 議案第４１

号 南越前町副町長の選任についてから日程第２９ 議案第４４号 人権擁護委員の

推薦につき意見を求めることについてまでの４議案を一括して議題といたします。 

お諮りいたします。議案第４１号から議案第４４号までは人事案件でありますの

で、慣例により質疑・討論を省略し、ただちに採決をおこないたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）異議なしと認めます。よって、議案第４１号から議案第４

４号までは、慣例により質疑・討論を省略し、採決することに決定いたしました。 

これより、採決を行います。ここで、北野総務課長には退席をお願いいたしま

す。 

〔総務課長（北野 徹君）退席〕 

○議長（秋田重敏君）議案第４１号 南越前町副町長に北野 徹君を選任にする

ことについては、これに同意することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり同意

することに決しました。北野総務課長の退席を解除します。 

〔総務課長（北野 徹君）復席〕 

○議長（秋田重敏君）ここで、上田教育長の退席を求めます。 

〔教育長（上田康彦君）退席〕 
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○議長（秋田重敏君）次に、議案第４２号 南越前町教育長に上田康彦君を任命

することについては、これに同意することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり同意

することに決しました。上田教育長の退席を解除します。 

〔教育長（上田康彦君）復席〕 

○議長（秋田重敏君）次に、議案第４３号 人権擁護委員に和田幸江さんを適任

とすることに、ご異議ございませんか。   

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決し

ました。次に、議案第４４号 人権擁護委員に加藤幹雄君を適任とすることに、

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）異議なしと認めます。よって、本案、原案のとおり決しま

した。 

次に、日程第３０ 発議第１号 南越前町議会会議規則の一部改正について

を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ声あり〕 

 

○議長（秋田重敏君）４番 城野庄一君。 

〔４番 城野庄一君登壇 説明〕 

 

○４番（城野庄一君）それでは、発議第１号 南越前町議会会議規則の一部改正

についての提案理由を説明申し上げます。 

性別に関わらず議員活動と家庭生活との両立ができる環境づくりのため、会

議の欠席事由に出産、育児、介護などを明記するとともに、出産による欠席につ

いては母体保護の観点から産前・産後の欠席期間を定めるものです。 

併せて、議会への請願手続きにおける利便性の向上を図るため、請願者に一律

に義務付けている押印を見直し、署名又は記名押印に改めたいので本案を提出

するものであります。 

 提案者 南越前町議会議員 城野庄一、賛成者 南越前町議会 山本徹郎議
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員、同じく高橋宏介議員。 

 以上、議員各位におかれましては、ご賛同を賜りますようよろしくお願い申し

上げまして、提案理由の説明といたします。 

〔４番 城野庄一君 降壇〕 

 

○議長（秋田重敏君）これにて、城野庄一君による提案理由の説明を終わります。 

 これより、発議第１号について質疑を行ないます。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

                          

採  決 

  

○議長（秋田重敏君）お諮りいたします。これより、討論を省略して採決を行な

いたいと思います。これに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決を行な

うことに決定いたしました。発議第１号 南越前町議会会議規則の一部改正に

ついては、原案のとおりとすることに賛成の方は、ご起立願います。 

〔全員起立〕 

 

○議長（秋田重敏君）起立、全員です。よって、発議第１号は、原案のとおり可

決することに決しました。 

次に、日程第３１ 議員派遣についてを議題といたします。本件につきまして

は、地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１２９条第１項の規定によ

り、議員の派遣について承認を求めるものであります。議員派遣については、調

査・研修を目的にお手元に配付のとおり、議員派遣を行おうとするものでありま

す。ただし、緊急を要する場合は、議長において決定したいと思います。 

お諮りいたします。本件については、これを承認することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）異議なしと認めます。よって、議員派遣については、お手

元に配付のとおり承認することに決定しました。 
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閉   会 

 

○議長（秋田重敏君）以上で、本日の本会議の日程は終了いたしました。閉会にあ

たり、岩倉町長より発言が求められておりますので、これを許します。 

(「議長」と呼ぶ声あり) 

 

○議長（秋田重敏君）岩倉町長。 

           〔町長（岩倉光弘君）登壇〕 

 

○町長（岩倉光弘君）令和３年３月定例議会の終わりにあたりまして、一言お礼を

申し上げます。 

 初日の３月１日に、この本会議場におきまして、私どもが提案をさせていただき

ました当初予算をはじめとする、３６議案及び本日追加提案をさせていただいた４

議案、全てを可決いただきまして、誠にありがとうございました。 

 町といたしましては、今議会において、可決いただきました当初予算については、

本町が抱える最重要課題である「人口減少対策」、そして「地域の活性化」に資する

施策とし、新しい時代を切り開く実効性のある予算といたしました。 

代表質問及び一般質問をはじめ当初予算特別委員会並びに各常任委員会でいただ

きましたご意見につきましても、真摯に対応することとしますので、ご理解方よろ

しくお願いいたします。 

これから、将来にわたりいつまでも「誰もが住みたくなる南越前町」を目指しまし

て、職員一丸となって「６つのまちづくり」に邁進する所存でございます。 

また、令和３年度も重要課題である、新型コロナウイルス感染症でありますが、高

齢者をはじめとする町民全体へのワクチン接種について、万全を期するとともに、

追加交付される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について、感染

予防対策、そしてまた経済活性化対策の両面から有効に活用することといたします。 

今後とも議員の皆様方のご理解ご協力をよろしくお願い申し上げまして、お礼の言

葉とさせていただきます。誠にありがとうございました。   

〔町長（岩倉光弘君）降壇〕 

 

○議長（秋田重敏君）議員各位におかれましては、去る１日から本日までの１９日

間にわたり、各案件に対しまして慎重審議いただき、それぞれ妥当なるご決議をい

ただきましたこと、また、今期定例会運営にご協力いただきましたことに対しまし

て厚くお礼申し上げます。 
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今期定例会に提案された令和３年度当初予算につきましては、当初予算特別委員

会を設置し、慎重に審査をいたしました。審査期間中は、岩倉町長をはじめ理事者

各位には、ご協力をいただき感謝を申し上げます。 

また、岩倉町長におかれましては、２期目を迎え、住民が安全で安心した生活を

営むことができるような町づくりをはじめ、南越前町の更なる発展のために、全力

で町政に取り組んでいただきますことを、お願いをいたします。 

さて、昨年は新型コロナ感染症に始まり、コロナで終わった年でありました。ま

た、昨年７月の豪雨災害、今年に入ってからは、東日本大震災の余震とみられる震

度６強の地震、先般は、栃木県足利市で大規模な山火事が発生し、多くの方が一時

避難をされるなど、大きな災害が発生をしております。福井県におきましても、永

平寺町において土砂災害が発生し、現在もえちぜん鉄道の一部区間が運行できない

状況となっております。 

本町においては、昨年は大きな災害の発生もなく、今年１月の大雪におきまして

も、適切な除雪によりまして、大きな交通障害が生じなかったことは、ひとえに、

町長をはじめとした関係者のご努力によるものと感謝申し上げます。 

ところで、先月からは、新型コロナウイルスワクチン接種が医療従事者を対象に

始まっております。４月には高齢者への接種が始まる予定であり、順次進められて

いく計画とのことであります。ワクチンの接種が進み、新型コロナウイルス感染症

の拡大が収束し、東京オリンピック・パラリンピックをはじめ、本町においても各

種のイベントや集落での各種活動、県外への移動などができるようになることを念

願いたしております。さて、我々議員の任期もあと１年ほどとなりましたが、議員

同士お互いに刺激をしあいながら、町民の皆様の負託に応えられるよう、職務を全

うし、本町の更なる発展のために、全力で取り組むことをお約束いたしまして、閉

会の挨拶といたします。 

これをもちまして、令和３年３月南越前町議会定例会を閉会いたします。 

〔閉会  午後４時１６分〕 


